
遺
留
分
制
度
が
現
代
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
、
立
法
段
階
と
は
大
き
く
異
な
る
家
族
構
造
・
社
会
状
況
の
も
と
で
も
な
お
存

在
価
値
を
提
示
し
う
る
か
、
ま
た
提
示
し
う
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
相
続
法
に

第

一

章

序

第第第第
四三ニー
章章章章目

A 

次序

言
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
の
制
限
規
定

日
本
に
お
け
る
遺
留
分
の
制
限
規
定

結
語
に
代
え
て

青

ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
限
的
解
釈
論
を
参
考
に
し
て

制
限
規
定
に
み
る
遺
留
分
権
者
の
地
位

I

I

I

I

I

J

 

一1
9

9

9

9

J

-

―

―

 

―
―
論
説
―
―

L
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I』

L
1
9
,
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'
 

竹

1
0
 

美

佳
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(
2
)
 

お
い
て
解
決
す
べ
き
最
重
要
問
題
の
―
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
遺
留
分
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
逼
迫
の
急
務
で
あ
る
と
の
問

題
意
識
を
出
発
点
と
し
て
、
箪
者
は
遣
留
分
制
度
の
機
能
と
基
礎
原
理
に
つ
い
て
憲
法
論
上
の
基
礎
付
け
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
考
察
し
て

(
3
)
 

お
り
、
そ
の
途
中
経
過
を
別
稿
に
お
い
て
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
、
遺
留
分
制
度
が
意
味
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
現
代
に
お
い
て
な
お

一
定
の
意
義
を
有
す
る
可
能
性
が
探
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
遺
留
分
制
度
の
意
義
を
追
求
し
続
け
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
、
遣
留

分
制
度
が
現
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
周
知
の
と
お

り
、
遺
留
分
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
的
研
究
に
よ
っ
て
、
沿
革
・
構
造
に
基
づ
い
て
峻
別
す
る
と
い
う
形
で
、
既
に
綿
密
な

(
4
)
 

解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
留
分
制
度
は
構
造
上
、
概
ね
「
ロ
ー
マ
型
遺
留
分
制
度
」
と
「
ゲ
ル
マ
ン
型
遺
留
分
制
度
」
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
系
統
に
属
す
る
ド
イ
ツ
遣
留
分
法
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
自
由
な
遺
言
に
よ
り
相
続

か
ら
廃
除
さ
れ
た
近
親
者
が
、
金
銭
債
権
と
し
て
遺
留
分
を
請
求
す
る
と
い
う
形
態
を
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
系
統
に
属
す

る
フ
ラ
ン
ス
の
遺
留
分
法
に
お
い
て
は
、
相
続
人
の
地
位
を
確
保
す
る
法
定
相
続
人
が
、
一
定
の
持
分
を
、
物
権
的
請
求
権
と
し
て
保
持

(
5
)
 

す
る
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
わ
が
国
の
遺
留
分
法
は
後
者
の
系
統
に
属
す
る
と
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
沿
革
・
構
造
上
の
違

い
か
ら
、
単
な
る
金
銭
請
求
権
と
し
て
請
求
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
「
ロ
ー
マ
型
遺
留
分
制
度
」
に
属
す
る
法
制
度
に
お
い
て
は
遺
留
分
権

者
の
地
位
が
不
安
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
物
権
的
請
求
権
と
し
て
請
求
で
き
る
「
ゲ
ル
マ
ン
型
遺
留
分
制
度
」
に
属
す
る
法
制
度
に
お
い

(
6
)
 

て
は
、
相
対
的
に
遺
留
分
権
者
の
保
護
に
厚
い
と
い
う
遺
留
分
制
度
の
特
徴
が
容
易
に
導
き
出
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
遺
留
分
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
沿
革
・
構
造
上
の
差
異
に
加
え
て
、
遺
留
分
法
の
個
別
規
定
お
よ
び
そ
の
解
釈
論
の

検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
は
、
遺
留
分
制

度
の
特
徴
を
描
く
た
め
に
、
個
別
規
定
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
方
法
、
と
り
わ
け
個
別
規
定
に
お
け
る
判
例
・
学
説
の
動
向
を
調
べ
、
そ

れ
ら
に
通
底
す
る
法
的
価
値
評
価
を
解
明
す
る
方
法
は
あ
ま
り
取
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
遺
留

1
0
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制限規定にみる遺留分権者の地位 ;, ~-
I! i」

分
法
の
個
別
規
定
に
お
け
る
議
論
状
況
を
検
討
し
、
そ
こ
で
と
ら
れ
る
論
理
構
造
お
よ
び
法
的
価
値
評
価
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺

留
分
制
度
の
特
徴
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
こ
こ
で
は
遺
留
分
制
度
の
特
徴
の
中
で
も
と
り
わ
け
遺
留
分
権
者
の
保
護
と
い
う
観

点
に
立
脚
し
て
、
遺
留
分
権
者
の
地
位
と
い
う
面
で
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遣
留
分
制
度
の
機
能
と
し
て

の
遺
留
分
権
者
の
生
活
保
障
は
、
諸
学
説
の
最
も
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
の
分
析
は
、
遺
留
分
制
度
の
基
礎
的
考
察

の
深
化
に
方
向
付
け
を
与
え
る
端
緒
と
な
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
は
遺
留
分
法
の
個
別
規
定
の
中
で
も
特
に

遺
留
分
を
制
限
す
る
規
定
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
遺
留
分
の
制
限
規
定
が
、
遺
留
分
権
に
限
界
を
画
す
る
規
定
と
し

て
遺
留
分
権
の
限
界
事
例
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
限
界
事
例
に
お
け
る
遺
留
分
制
限
規
定
の
解
釈
如
何
，

1

よ
っ
て
、
ま
さ
に

遣
留
分
請
求
権
の
存
否
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
は
遺
留
分
権
者
の
保
護
と
い
う
面
で
の
遺
留
分
制
度
の
特
徴
が
顕
著
，

1

な

る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
て
、
遺
留
分
制
度
の
特
徴
の
分
析
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
参
考
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

遺
留
分
制
限
規
定
の
、
判
例
の
動
向
を
中
心
と
し
た
解
釈
論
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
制
度
は
、
上
述

の
沿
革
・
構
造
上
の
分
類
に
従
う
と
、
わ
が
国
遺
留
分
制
度
と
は
系
統
を
異
に
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
実
質
は
か
え
っ
て
、
両
制
度
に

お
け
る
遺
留
分
制
限
規
定
は
、
遣
留
分
に
限
界
を
画
す
る
と
い
う
面
で
は
同
等
の
意
義
を
有
し
、
且
つ
、
後
述
の
よ
う
に
解
釈
論
上
同
様

の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
制
限
規
定
に
関
す
る
判
例
の
蓄
積
も
あ
り
、
法
的
発
展
が
見
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
わ
が
国
の
遺
留
分
制
度
の
特
徴
を
あ
ぶ
り
出
す
際
に
も
一
定
の
示
唆
を
導
き
出
し
う
る
こ
と
が
十
分
に
期
待
さ
れ
よ
う
。
以
下

で
は
ま
ず
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
遺
留
分
制
限
規
定
を
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
生
前
贈
与
に
お
け
る
期
間
制
限
の
規
定
、
消
滅
時

効
の
規
定
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
の
順
に
、
主
に
判
例
を
中
心
に
解
釈
論
の
展
開
を
分
析
し
て
検
討
を
進
め
、
そ
の
後
わ
が
国
の
判
例
や
学

説
を
概
観
し
、
最
後
に
若
干
の
ま
と
め
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

1
0
三

24-3・4-343 (香法2005)



本
稿
は
、
二
0
0
四
年
九
月
に
韓
国
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
「
亜
細
亜
女
性
法
学
」
所
収
の
拙
稿
「
限
界
事
例
に
み
る
遺
留
分
制
度
の
特
徴
ー
ド
イ

ツ
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
遺
留
分
制
限
規
定
の
解
釈
論
を
め
ぐ
っ
て
」
を
も
と
に
加
筆
・
修
正
し
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
遺
留
分
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
家
督
相
続
の
時
代
に
苦
心
を
伴
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
た
。
近
藤
英
吉
『
相
続
法
論
（
下
）
』
（
一
九
三
八

年
）
一

0
九
一
頁
以
下
で
は
、
遺
留
分
制
度
に
つ
い
て
「
一
般
社
会
共
同
の
利
益
と
、
被
相
続
人
の
意
思
の
尊
重
並
び
に
相
続
人
の
保
護
と
云
ふ
三
つ

の
標
準
か
ら
国
民
生
活
の
実
情
に
最
も
適
応
す
る
制
度
を
設
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
具
体
的
に
は
、
被
相
続
人
の
処
分
に
い
か

な
る
程
度
の
制
限
を
加
え
る
べ
き
か
、
個
人
の
処
分
を
制
限
す
る
と
し
て
も
、
国
家
そ
の
他
の
公
共
団
体
の
た
め
に
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
絶
対
の
自

由
を
認
め
る
べ
き
か
、
相
続
財
産
の
状
態
と
相
続
人
の
人
数
・
資
カ
・
職
業
・
居
住
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
相
当
の
生
活
維
持
を
標
準
と
し
て
処

分
の
自
由
と
限
界
を
具
体
的
に
定
め
る
べ
き
か
、
い
か
な
る
形
式
に
お
い
て
相
続
人
を
保
護
す
べ
き
か
、
殊
に
遺
留
分
を
不
可
侵
的
相
続
権
と
す
べ
き

か
、
或
い
は
単
な
る
遺
産
債
権
と
し
て
金
銭
を
取
得
さ
せ
る
に
と
ど
め
る
べ
き
か
な
ど
、
遺
留
分
の
意
義
お
よ
び
機
能
と
の
関
係
で
様
々
な
問
題
に
直

面
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
谷
口
知
平
「
遺
留
分
」
家
族
制
度
全
集
法
律
編
＞
相
続
(
-
九
三
八
年
）
一
七
九
頁
以
下
で
は
、
「
将
来
個
人
の
恣
意

に
基
く
他
人
へ
の
贈
与
の
如
き
は
別
と
し
て
国
家
観
念
の
高
ま
る
に
従
ひ
公
共
事
業
へ
の
寄
附
等
の
処
分
は
漸
次
多
か
る
べ
く
、
此
に
関
連
し
て
遺
留

分
の
主
張
も
多
く
な
る
だ
ら
う
し
、
そ
の
場
合
に
は
国
家
的
見
地
に
於
て
遺
留
分
制
度
自
体
が
考
へ
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
が
来
る
で
あ
ら
う
。
」
と

述
べ
、
当
時
の
国
益
重
視
と
い
う
理
念
が
背
景
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
遺
留
分
制
度
自
体
に
つ
い
て
、
既
に
批
判
的
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(
3
)

拙
稿
「
遺
留
分
制
度
の
機
能
と
基
礎
原
理
ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
論
の
憲
法
論
的
基
礎
付
け
に
よ
る
新
展
開
(
-
)
、
（
二
）
・
完
」
（
二

0

0

四
年
）
法
学
論
叢
一
五
五
巻
一
号
、
三
号

(
4
)

五
十
嵐
清
「
遺
留
分
制
度
の
比
較
法
的
研
究
(
-
)
（
二
）
（
三
）
・
完
」
法
学
協
会
雑
誌
六
八
巻
五
号
(
-
九
五
0
年
）
四
五
二
頁
以
下
、
六
九
巻
二

号
―
二
六
頁
以
下
、
六
九
巻
三
号
二
五
八
頁
以
下
、
高
木
多
喜
男
『
遺
留
分
制
度
の
研
究
』
(
-
九
八
一
年
）
一
六
一
頁
以
下
、
伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』

（二
0
0
二
年
）
三
六
三
頁
以
下
、
久
留
都
茂
子
「
遺
留
分
制
度
の
あ
り
方
」
講
座
現
代
家
族
法
第
六
巻
(
-
九
九
二
年
）
一
九
五
頁
以
下

(
5
)

但
し
金
銭
返
還
の
例
外
規
定
が
あ
る
（
民
法
一

0
四
一
条
）
。
高
木
教
授
は
、
わ
が
国
の
遺
留
分
制
度
は
ゲ
ル
マ
ン
1
1

フ
ラ
ン
ス
型
に
属
す
る
と
い
え

ど
も
、
「
遺
留
分
の
価
値
化
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
遺
留
分
権
者
の
法
的
地
位
に
お
い
て
は
、
請
求
権
型
に
ま
で
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
分

析
さ
れ
る
（
前
掲
書
一
六
四
頁
）
。

(
6
)

も
っ
と
も
、
上
述
の
高
木
教
授
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
「
遺
留
分
の
価
値
化
」
に
依
拠
す
る
場
合
に
は
、
異
な
る
帰
結
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿

で
は
「
遺
留
分
の
価
値
化
」
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ま
ず
、
も
っ
ぱ
ら
個
別
規
定
の
考
察
に
よ
る
遺
留
分
制
度
の
特
徴
の
再
検
討
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と

す
る
。

(
1
)
 

1
0
四
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ド
イ
ツ
民
法
二
三
二
五
条
三
項
は
、
被
相
続
人
の
生
前
贈
与
を
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
基
礎
と
し
て
遣
産
に
加
算
す
る
場
合
に
つ
い

て
、
相
続
開
始
前
一

0
年
内
に
贈
与
目
的
物
が
給
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
留
分
に
一
定
の
制
限
を
付
し
て

(
2
)
 

い
る
。
同
条
の
趣
旨
は
、

一
方
で
遺
留
分
を
実
質
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
被
相
続
人
の
生
前
贈
与
を
も
遺
留
分
請
求
の
対
象
た
る
こ
と
を

許
容
し
、
他
方
で
は
被
相
続
人
の
財
産
処
分
の
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
、
相
続
開
始
前
一

0
年
内
に
受
贈
物
が
「
給
付
」
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
要
す
る
と
い
う
制
限
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
同
条
に
い
う
一

0
年
の
起
算
点
と
な
る
「
給
付
」
時
は
具
体
的
に
い
つ
と

解
せ
ら
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
既
に
二
つ
の
局
面
に
お
い
て

検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
同
条
に
い
う
「
給
付
」
と
は
、
「
給
付
行
為
」

(
L
e
i
s
t
u
n
g
s
h
a
n
d
l
u
n
g
)

の
意
か
、
そ
れ

と
も
「
給
付
効
果
」

(Leistungserfolg)

の
意
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
、
第
二
に
、
同
条
の
「
給
付
」
を
給
付
効
果
と
捉
え
た
場
合
に
お

第
一
節
遺
留
分
算
定
の
基
礎
に
加
え
る
生
前
贈
与
の
期
間
制
限

(
7
)
 

第
二
章

定
（
同
二
三
三
三
条
＼
二
三
三
七
条
）

ド
イ
ツ
民
法
典
上
、
遺
留
分
を
制
限
す
る
規
定
と
捉
え
う
る
の
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
に
加
え
る
生
前
贈
与
に
お
け
る
一
0
年
の
期

間
制
限
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
二
三
二
五
条
三
項
）
、
遺
留
分
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
の
規
定
（
同
二
三
三
二
条
）
、
遺
留
分
剥
奪
規

で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
順
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
の
制
限
規
定

拙
稿
（
前
掲
注

3
)
一
号
二
四
頁
脚
注
六
参
照

1
0
五
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問
題
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。

い
て
、
そ
れ
は
法
的
給
付
効
果

(der
rechtliche Leistungserfolg)

と
経
済
的
給
付
効
果

(der
wirtschaftliche Leistungserfolg) 

い
ず
れ
を
基
準
と
し
て
判
断
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
の
、
二
つ
の
段
階
を
経
て
議
論
が
淘
汰
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ち
、
社
員
（
被
相
続
人
）

が
「
給
付
効
果
」

bosliche 

を
認
定
す
る
た
め
に
は

「
給
付
」
を
「
給
付
行
為
」
と
捉
え
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
す
な
わ

の
死
を
停
止
条
件
と
す
る
会
社
持
分
の
譲
渡
に
関
す
る
事
例
に
お
い
て
、

「
給
付
効
果
」

一
般
論
と
し
て
、
同
条
の

の
発
生
ま
で
は
必
要
で
は
な
く
、
「
受
贈
者
が
目
的
物
を
獲
得
す
る
た
め
に
被
相
続
人
の
側
で
必

要
な
行
為
全
て
を
被
相
続
人
が
遂
行
す
る
こ
と
D
e
r

S
c
h
e
n
k
e
r
 
alles 

連
邦
通
常
裁
判
所
は
当
初
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
同
条
の

g
e
t
a
n
 
hat, 
w
a
s
 
v
o
n
 

<lurch 
d
e
n
 B
e
s
c
h
e
n
k
t
e
n
 erforderlich 
ist.
」
で
臣
↑
り
る
と
い
、
つ
立
場
を
表
明
し
、
具
体
的
に
は
、
会
社
持
分
の

L
e
1
s
t
u
n
g
s
g
e
g
e
n
s
t
a
n
d
e
s
 

(

3

)

(

4

)

 

譲
渡
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
時
が
給
付
時
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
し
か
し
こ
の
立
場
は
定
着
せ
ず
、
別
の
事
案
に
お
い
て
、
連
邦

通
常
裁
判
所
自
身
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
給
付
」
を
「
給
付
行
為
」
、
と
り
わ
け
契
約
締
結
時
と
解
す
る
の
で
あ

れ
ば
‘
1
0
年
の
期
間
制
限
に
よ
り
遺
留
分
の
請
求
が
拒
絶
さ
れ
る
場
面
が
拡
張
し
、
そ
の
結
果
、
遺
留
分
権
者
の
不
利
を
招
来
す
る
が
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
民
法
二
三
二
五
条
三
項
の
文
言
が
許
容
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
根
底
に
あ
る
立
法
者
の
見
解
に
も
反
す
る
拡
大
解
釈
で
あ

り
、
支
持
し
え
な
い
と
い
う
態
度
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

い
く
ば
く
も
な
く
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
期
間
の
起
算

点
と
な
る
「
給
付
」
と
い
う
た
め
に
は
、
被
相
続
人
自
身
、
そ
の
結
果
を
あ
と
一
0
年
引
き
受
け
、
そ
の
結
果
に
鑑
み
て
、
「
故
意
の
贈

与

(eine

S
c
h
e
n
k
u
n
g
)

を
差
し
控
え
る
べ
き
状
態
」
を
作
出
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
新
た
な
法
命
題
が
示
さ
れ

(
6
)
 こ

。
そ
こ
で
は
、
「
給
付
」
の
判
断
に
お
い
て
「
給
付
行
為
」
か
ら
「
給
付
効
果
」
に
着
眼
点
を
移
す
判
例
の
立
場
の
変
更
が
如
実
に
表

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
同
判
決
で
は
、
同
条
解
釈
論
に
お
け
る
上
述
の
第
二
の
局
面
、
す
な
わ
ち
、
同
条
の
「
給
付
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
的
給
付
効
果
と
経
済
的
給
付
効
果
の
い
ず
れ
を
基
準
と
し
て
判
断
せ
ら
れ
る
か
と
い
う

つ
ま
り
、
「
給
付
」
の
決
め
手
と
な
る
「
故
意
の
贈
与
を
差
し
控
え
る
べ

seiner 
Seite 
ftir 
d
e
n
 

1
0
六

E
r
w
e
r
b
 
d
e
s
 

「
給
付
」

の
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制限規定にみる遺留分権者の地位 村竹

「
給
付
」
を
「
給
付
行
為
」

1
0
七

き
状
態
」
と
い
う
た
め
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
被
相
続
人
の
財
産
か
ら
の
、
受
贈
物
の
経
済
的
分
離
die
wirtschaftliche A
u
s
g
l
i
e
d
e
r
u
n
g
」

(
8
)
 

が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
給
付
効
果
」
に
関
し
て
、
「
法
的
給
付
効
果
」
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
経
済
的
給
付
効
果
」
に
着
目
す
る
裁
判
所
の
態
度
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

上
の
よ
う
な
判
例
の
傾
向
は
、
土
地
の
譲
渡
の
事
案
に
お
い
て
も
同
様
に
見
出
さ
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
土
地
の
贈
与
の
場
合

1
0
年
の
起
算
点
と
な
る
「
給
付
」
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
契
約
締
結
の
事
実
で
は
未
だ
十
分
で
は
な
く
、
さ
ら
に
目
的
物
の
直

接
の
権
利
移
転
を
内
包
す
る
「
履
行
行
為
の
実
行

(die
V
o
m
a
h
m
e
 einer V
o
l
l
z
i
e
h
u
n
g
s
h
a
n
d
l
u
n
g
)
」
が
存
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
論
じ
、

(
9
)
 

本
件
で
は
少
な
く
と
も
「
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示

(Auflassungserkllirung)
」
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て

は
、
土
地
の
所
有
権
移
転
の
効
果
が
生
じ
る
た
め
に
は
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
に
加
え
て
登
記
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

(10) 
ら
、
本
件
に
お
い
て
「
給
付
」
の
認
定
の
た
め
に
は
「
少
な
く
と
も
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
裁
判
所
の
立
場

ぱ
、
「
給
付
」
を
「
給
付
行
為
」
と
捉
え
る
立
場
と
、
「
給
付
効
果
」
と
捉
え
る
立
場
の
中
間
的
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
、

（
）
年
の
起
算
点
と
な
る
「
給
付
」
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
C

そ
こ
で
は
、
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
に
加
え
て
登
記
行
為
を
要
す
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
登
記
所
へ
の
登
記
申
請

(Eintragungsantrag)

で
足
り
る
の
か
、
登
記
簿
へ
の
記
載

(Eintragung
i
m
 G
r
u
n
d
b
u
c
h
)

ま
で
必
要
か
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
さ
れ

た
。
し
か
し
別
の
事
案
に
お
い
て
、
「
給
付
」
の
認
定
に
お
い
て
は
登
記
簿
上
の
移
転
登
記

(die
U
m
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
 
i
m
 G
r
u
n
d
b
u
c
h
)

が

(12) 

基
準
と
な
る
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
た
。
同
判
決
の
理
由
は
、
「
贈
与
者
が
効
果
に
お
い
て
も

(
a
u
c
h

(vollstanding 
verlieren)

吐
吋
点
が
重
要
で
あ
り
」
、
「
基
準
と
な
る
の
は
登
記
簿
上
の
移
転
登
記
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
れ

(13) 

が
同
判
決
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
命
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
判
決
で
は

え
る
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
給
付
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
「
法
的
給
付
効
果
」

全
に
失
っ
た

-）、
9

_

 

で
は
な
く
「
経
済
的
給
付
効
果
」
に

で
は
な
く
「
給
付
効
果
」
と
捉

wirklich)

贈
与
目
的
物
を
完
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こ
の
よ
う
な
連
邦
通
常
裁
判
所
の
傾
向
に
対
し
て
、
学
説
は
賛
否
両
論
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
ス
、
シ
ュ
ル
ー
タ
ー
は
、

(17) 

点
と
な
る
「
給
付
」
を
「
経
済
的
給
付
効
果
」
と
す
る
判
例
の
立
場
に
同
調
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
経
済
的
給
付
効
果
」
に
着

目
す
る
立
場
は
、
主
に
二
つ
の
点
で
批
判
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
「
給
付
」
の
認
定
に
際
し
て
、
経
済
的
効
果
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
相
当
な
法
的
不
安
定
の
危
険
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
的
不
安
定
は
、
客
観
的
で
あ
る
べ
き
起
算
点
の
確
定
に

(18) 

と
っ
て
と
り
わ
け
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
「
給
付
」
の
確
定
に
際
し
て
利
用
価
値
（
物
の
「
利
用
」
）
を
考
慮
す
る
立
場

は
、
土
地
の
経
済
的
価
値
が
本
質
的
に
贈
与
目
的
物
の
処
分
可
能
性
に
存
す
る
実
質
的
価
値
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
無
視

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(14) 

着
目
し
て
い
る
。

「
経
済
的
給
付
効
果
」
に
着
目
す
る
傾
向
が
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
案
と
し
て
、
被
相
続
人
が
無
制
限
に
用
益
権
を
留

保
し
て
い
る

(
d
e
n
N
i
e
B
b
r
a
u
c
h
 
u
n
e
i
n
g
e
s
c
h
r
a
n
k
t
 
v
o
r
b
e
h
a
l
t
e
n
)

土
地
の
贈
与
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

(15) 

に
は
、
た
と
え
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
‘
1
0
年
の
起
算
点
と
な
る
「
給
付
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
が
所
有
権
者
と
し
て
の
法
的
地
位
を
終
局
的
に
放
棄
す
る
の
み
な
ら
ず
、
受
贈
物
を
本
質
的

に
利
用
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
と
き
に
ー
留
保
さ
れ
た
物
権

(
v
o
r
b
e
h
a
l
t
e
n
e

dingliche 
R
e
c
h
t
e
)

で
あ
れ
、
債
務
法
上
の
請
求
権
の
合

(16) 

意

(
V
e
r
e
i
n
b
昔
n
g

schuldrechtlicher 
A
n
s
p
r
i
i
c
h
e
)

で
あ
れ
ー
同
条
の
意
味
で
の
「
給
付
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
以

上
の
判
例
の
動
向
を
ま
と
め
る
と
、
ド
イ
ツ
民
法
二
三
二
五
条
三
項
に
お
け
る
「
給
付
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
第
一
に
「
給
付
行
為
」
か

ら
「
給
付
効
果
」
へ
、
第
二
に
「
給
付
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
「
法
的
給
付
効
果
」
か
ら
「
経
済
的
給
付
効
果
」
へ
と
照
準
が
移
さ
れ
て

判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
同
条
に
お
け
る
一
0
年
の
起
算
点
（
す
な
わ
ち
「
給
付
」
時
）
が
相
続
開
始
時
点
に
近
づ
き
、

し
た
が
っ
て
遺
留
分
権
者
が
一
0
年
の
期
間
制
限
を
受
け
る
場
面
は
減
少
し
、
よ
り
遺
留
分
権
者
の
保
護
に
与
す
る
傾
向
を
見
出
す
こ
と

1
0
年
の
起
算

1
0
八
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制限規定にみる遺留分権者の地位 行竹

第

二

節

時

効

1
0
九

(19) 

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
給
付
」
の
認
定
の
た
め
に
は
、
被
相
続
人
が
「
故
意
の
贈
与
を
差
し
控
え
る
べ
き
状
況
を

作
出
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
上
述
の
判
決
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
は
文
言
に
は
な

い
「
故
意
の
贈
与
」
と
い
う
基
準
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
定
法
規
律
に
主
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
も

は
や
「
給
付
」
概
念
の
解
釈
の
問
題
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
る
法
の
継
続
形
成

(richterliche
R
e
c
h
t
s
f
o
r
t
b
i
l
d
u
n
g
)

す
な
わ
ち
、
目

(20) 

的
論
的
縮
小
解
釈

(teleologische
R
e
d
u
k
t
i
o
n
)

の
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。

判
例
に
対
す
る
上
の
よ
う
な
批
判
に
基
づ
き
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
権
利
の
明
確
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
給
付
」
の
時
点
は
、
法
的

(21) 

給
付
効
果
の
発
生
時
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
諸
学
説
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
給
付
」
を
「
給
付
効
果
」
と

し
、
「
経
済
的
給
付
効
果
」
に
基
準
を
設
け
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場
が
確
立
さ
れ
て
い
る
以
上
、
今
後
も
こ
の
立
場
は
実
務
を
支
配

(22) 

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

遺
留
分
権
の
行
使
を
不
相
当
に
長
期
間
怠
る
こ
と
も
可
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
に
不
測
の
事
態
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
は
権
利
の
明
確
性
の
要
請
に
か
ん
が
み
て
到
底
認
め
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
趣
旨
で
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
遺
留
分
権
者
が
自
己

(23) 

を
害
す
る
処
分
を
「
認
識
」
し
た
と
き
よ
り
三
年
で
、
遺
留
分
請
求
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
同
規
定
は
、
遺

留
分
権
者
に
よ
る
「
認
識
」
と
い
う
主
観
的
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
解
釈
論
上
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
同
条
の

「
認
識
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
帝
国
裁
判
所
に
お
い
て
既
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
「
認
識
」
の
理
解
に
つ
い
て

注
目
に
値
す
る
一
連
の
判
例
の
流
れ
を
見
出
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
は
長
き
に
わ
た
り
、
「
認
識
」
の
時
点
を
遅
ら
せ
る
解
釈
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
時
効
進
行
の
開
始
時
を
先
送
り
し
、
よ
っ
て
遺
留
分
権
者
を
有
利
に
扱
う
結
果
を
導
く
法
理
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ

24-3•4-349 (香法 2005)



念
を
抱
い
て
い
た
場
合
に
も
、
時
効
の
進
行
と
い
う
法
律
効
果
を
基
礎
付
け
る
「
認
識
」

ま
ず
一
九
二
六
年
の
判
決
の
事
案
に
お
い
て
争
わ
れ
た
の
は
、
遺
留
分
権
者
を
害
す
る
処
分
の
有
効
性
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
者
が
疑

の
要
件
事
実
が
存
在
し
た
と
い
え
る
か
否
か
で

あ
る
。
裁
判
所
は
、
遣
留
分
権
者
を
害
す
る
処
分
の
無
効
を
信
じ
て
い
た
場
合
に
は
、
時
効
の
進
行
を
基
礎
付
け
る
「
認
識
」
が
あ
っ
た

と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
。
本
判
決
に
お
い
て
は
、
形
式
的
要
件
の
欠
如
に
よ
り
当
該
遺
言
が
無
効
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
が
、
「
正

(24) 

当
な
疑
い

berechtigte
Z
w
e
i
f
e
l
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
正
当
な
疑
い
」
と
は
、

の
事
案
の
よ
う
な
事
実
の
領
域
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
的
評
価
に
お
け
る
疑
い
を
も
含
む
の
か
と
い
う
問
題
が
次
の
段
階
と
し

て
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
効
を
根
拠
付
け
る
「
認
識
」
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
対
し
て
は
疑
念
を
抱
い
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
事

実
を
法
的
に
評
価
す
る
段
階
で
無
効
を
確
信
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
、
同
条
の
解
釈
論
上
の
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
こ

の
点
も
吟
味
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
帝
国
裁
判
所
は
、
処
分
の
有
効
性
に
対
す
る
「
正
当
な
疑
い
」
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
が
遺
留
分
権
者
自
身
に
よ
る
法
的
判
断
に
基
づ
く
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
も
、
時
効
の
進
行
を
根
拠
付
け
る
「
認
識
」
と
は

い
え
な
い
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
。
同
判
決
の
理
由
は
、
「
処
分
の
有
効
性
に
対
し
て
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
遺
留
分
権
者
に
権
利

の
行
使
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
の
処
分
の
有
効
性
に
対
す
る
疑
い
は
、
事
実
の
錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
法
律

の
錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
遺
留
分
権
者
に
と
っ
て
は
何
の
差
異
も
意
味
し
な
い
」
と
述
べ
、
こ
れ
が
同
判
決
の
結
論
を
導
き
出
す

(25) 

た
め
の
法
命
題
と
な
っ
て
い
る
。
判
例
は
、
時
効
進
行
の
開
始
を
遅
ら
せ
る
傾
向
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
、
「
頭
か
ら
は
ね
つ
け
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
理
由

G
己
nde,
die 
nicht v
o
n
 v
o
m
h
e
r
e
i
n
 v
o
n
 der H
a
n
d
 z
u
 w
e
i
s
e
n
 
sind
」
に
基
づ
い
て
処
分
の
無
効
を
信
じ
て
い
た
場

合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
客
観
的
に
不
当
で
あ
る
と
し
て
も

(
a
u
c
h
objektiv u
m
z
u
t
r
e
f
f
e
n
d
)
、
時
効
進
行
の
基
礎
と
な
る
「
認
識
」

変
遷
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、

一
九
二
六
年
判
決

判
例
が
い
か
な
る
法
的
構
成
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
い
る
か
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、

―1
0
 

判
例
の
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制限規定にみる遺留分権者の地位 l-:U-
!! i J , 

(26)

（

27) 

に
は
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
基
準
を
立
て
、
そ
の
基
準
は
以
降
の
判
決
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

判
例
に
お
け
る
上
述
の
傾
向
は
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
の
後
の
判
例
は
、
た
と
え
処
分
の
有
効
性
を
事
実
の
領
域
に
お
い
て
も

法
的
評
価
の
平
面
に
お
い
て
も
、
遺
留
分
権
者
が
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、

一
定
の
要
件
が
存
す
れ
ば
、
時
効
の
進
行
を
基
礎
付
け
る

一
九
八
五
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
権
者
が
、
遺

留
分
権
者
を
相
続
か
ら
廃
除
す
る
被
相
続
人
の
終
意
処
分
を
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
「
お
そ
ら
-
-
v
-

a
l
l
e
m
 
A
n
s
c
h
e
i
n
 
n
a
c
h
」
そ
れ
を
後

(28) 

で
取
り
消
す
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
被
相
続
人
の
意
思
表
示
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
時
効
は
進
行
し
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
二

0

0

0
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
権
者
が
被
相
続
人
の
終
意
処
分
の
有
効
性
に
対
す
る
疑
い
を
何
ら
有
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
当
該
終
意
処
分
を
解
釈
す
る
段
階
で
、
自
身
の
法
定
相
続
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
誤
っ
た
認

識
を
も
っ
て
い
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
終
意
処
分
の
解
釈
上
の
錯
誤
が
、
た
と
え
不
当
な
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
と
し

て
も
、
ま
た
そ
の
終
意
処
分
が
自
身
の
法
定
相
続
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
を
遺
留
分
権
者
が
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
「
遺

留
分
権
者
の
行
為
の
十
分
な
動
機
ein
hinreichender 
A
n
l
a
s
s
 
z
u
m
 H
a
n
d
e
l
n
」
が
欠
如
す
る
た
め
、
時
効
の
進
行
を
妨
げ
る
と
判
断
し

{
g
i
)
 

た
。
同
判
決
が
、
「
遺
留
分
権
者
の
行
為
の
十
分
な
動
機
が
欠
如
す
る
た
め
、
時
効
の
進
行
を
妨
げ
る
」
と
述
べ
る
と
き
、
帝
国
裁
判
所

の
時
代
か
ら
連
綿
と
模
索
さ
れ
て
き
た
同
条
の
解
釈
論
に
、
よ
う
や
く
一
貰
し
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
法
命
題
が
定
立
さ
れ
た
と
い
え
よ

(30) 
以
上
の
諸
判
例
に
見
ら
れ
る
二
三
三
―
一
条
に
お
け
る
「
認
識
」
の
解
釈
基
準
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
「
認

識
」
と
は
遺
留
分
権
者
を
害
す
る
処
分
の
認
識
の
み
な
ら
ず
、
当
該
処
分
の
有
効
性
を
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、
第
二

に
、
事
実
領
域
に
お
け
る
錯
誤
の
場
合
は
言
う
に
及
ば
ず
、
遺
留
分
権
者
自
身
の
誤
っ
た
法
的
評
価
に
よ
っ
て
処
分
の
有
効
性
を
疑
っ
て

い
た
場
合
に
も
な
お
、
相
当
の
理
由
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「
認
識
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
、
第
三
に
、
た
と
え

「
認
識
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
評
価
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
基
準
に
共
通
す
る
の
は
、
「
遺
留
分
権
者
の
行
為
の
十
分
な
動
機
」
が
存
在
し
た
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
基
準
を
設
け

る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
判
例
は
、
よ
り
一
層
遺
留
分
請
求
権
に
お
け
る
時
効
の
進
行
開
始
時
点
を
遅
ら
せ
、
よ
っ
て
遺
留
分
権
者

第
三
節

遺
留
分
剥
奪
規
定

一
定
の
場
合
に
は
な
お
「
認
識
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
遺
留
分
の
制
限
規
定
と
し
て
本
稿
で
最
後
に
検
討
す
る
の
は
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
で
あ
る
。
上
述
し
た
二
つ
の
遺

留
分
制
限
規
定
は
、
遺
留
分
の
、
遺
留
分
権
者
へ
の
帰
属
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
た
だ
単
に
遺
留
分
額
の
算
定
に
つ
い
て
制
限
が

課
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
権
利
の
行
使
に
お
い
て
時
間
的
制
限
を
設
け
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
は
、
遺
留
分
の
、

遺
留
分
権
者
へ
の
帰
属
自
体
を
否
定
す
る
点
で
、
ま
さ
に
根
本
的
な
遺
留
分
制
限
規
定
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

遺
留
分
剥
奪
規
定
は
、
遺
留
分
と
被
相
続
人
に
よ
る
処
分
の
自
由
の
限
界
を
画
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
在
意
義
を
有
す
る
と
い
え
よ

判
例
に
お
い
て
は
、
同
条
を
謙
抑
的
に
適
用
す
る
傾
向
を
見
出
し
う
る
。

う
。
も
と
よ
り
、
遺
留
分
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
の
私
的
自
治
は
、
遺
留
分
の
範
囲
に
お
い
て
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遺
留
分

権
者
が
、
被
相
続
人
に
対
し
て
、
有
責
な

(schuldhaft)

義
務
違
反
を
犯
し
た
場
合
に
も
、
有
責
者
が
遺
留
分
を
保
持
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
正
義
の
観
点
か
ら
、
許
容
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
制
定
法
に
列
挙
す
る
特
別

(31) 

の
事
情
が
あ
る
場
合
に
、
被
相
続
人
の
意
思
で
、
当
該
遺
留
分
権
者
か
ら
遺
留
分
を
剥
奪
し
う
る
も
の
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

つ
ま
り
、
被
相
続
人
に
遺
留
分
の
剥
奪
を
許
容
す
る
前
提
と

な
る
要
件
が
非
常
に
厳
格
に
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
判
例
に
お
い
て
遺
留
分
の
剥
奪
が
認
め
ら
れ
る
事
案
は
限
定
さ
れ
る
傾
向
が

(32) 

顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
判
例
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
は
限
定
列
挙
で
あ
る

の
優
位
を
導
き
出
し
て
い
る
。

処
分
の
有
効
性
に
対
す
る
疑
い
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

(eine 
e
r
s
c
h
o
p
f
e
n
d
e
 
A
u
f
z
a
h
l
u
n
g
)

と
い
う
立
場

24-3•4-352 (香法 2005)



制限規定にみる遺留分権者の地位 、c+:u,
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か
ら
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
要
件
と
は
別
異
な
構
成
要
件
に
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
を
拡
大
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

(33) 

い
と
の
態
度
が
確
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
卑
属
の
親
に
対
す
る
「
虐
待
」
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
三
条
の
遺
留
分
剥
奪

根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
精
神
的
虐
待

(Seelische

(34) 

断
す
る
判
例
、
被
相
続
人
か
ら
複
数
出
さ
れ
た
剥
奪
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
個
別
的

(35) 

に
厳
格
に
判
断
す
る
判
例
、
同
条
二
号
の
「
故
意
に
よ
る
身
体
的
虐
待
」
に
基
づ
く
遺
留
分
剥
奪
に
、
文
言
に
は
な
い

う
、
家
族
の
尊
重
に
対
す
る
重
大
な
侵
害

(eine
s
c
h
w
e
r
e
 v
e
r
l
e
t
z
u
n
g
 
d
e
r
 d
e
m
 Erblasser 
g
e
s
c
h
u
l
d
e
t
e
n
 
familiaren 
A
c
h
t
u
n
g
)

と
＞

(36) 

う
加
重
さ
れ
た
要
件
を
加
え
る
判
例
、
遺
留
分
剥
奪
を
定
め
る
遺
言
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
被
相
続
人
が
自
身
の
言
葉
に
よ
り
、
特

定
の
具
体
的
事
象

(
b
e
s
t
i
m
m
t
e

k
o
n
k
r
e
t
e
 
V
 or
g
a
n
g
e
)

を
確
定
し
、
考
慮
す
る
出
来
事
に
、
幾
分
な
り
と
も
実
際
に
利
用
で
き
る
よ
う

(37) 

に

(praktisch
b
r
a
u
c
h
b
a
r
)

範
囲
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
判
例
な
ど
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
を
謙
抑
的
に
適
用
す
る
裁
判
所
の

態
度
が
窺
わ
れ
る
例
が
多
数
存
在
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

た
と
え
遺
留
分
の
剥
奪
を
正
当
化
す
る
要
件
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
裁
判
官
の
権
限
に
よ
っ
て
、
遺
留
分
剥
奪
権
の

実
際
的
効
力
喪
失
に
導
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
遺
留
分
剥
奪
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
剥
奪
根
拠
が
確
定
し

(38) 

た
と
き
で
も
、
被
相
続
人
に
よ
る
宥
恕

(
D
i
e
V
e
r
z
e
i
h
u
n
g
)

に
よ
っ
て
剥
奪
権
が
消
滅
す
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
、

宥
恕
は
明
文
で
す
る
必
要
は
な
く
、
遺
留
分
権
者
に
対
す
る
被
相
続
人
の
行
為
か
ら
、
被
相
続
人
が
受
け
た
傷

(die
K
r
a
n
k
u
n
g
e
n
)

を

許
容
し
、
そ
こ
か
ら
も
は
や
何
も
導
き
出
す
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
意
思
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ

(39) 

れ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
遺
留
分
の
剥
奪
を
正
当
化
す
る
要
件
が
認
め
ら
れ
て
も
、
宥
恕
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
遺
留
分

剥
奪
と
い
う
強
力
な
効
果
の
発
生
に
至
ら
な
い
事
例
も
多
く
な
り
う
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
に
対
し
て
厳
格
な
態
度
を
と
り
、
謙
抑
的
な
解
釈
を
展
開
す
る
判
例
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
遺
留

M
i
B
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
)
 

三 「
被
相
続
人
に
負

の
場
合
に
も
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
拒
絶
さ
れ
る
と
判
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ば
当
然
の
帰
結
と
い
え
よ
う
。

い
わ

分
剥
奪
規
定
が
刑
罰
的
性
格

(Strafcharakter)

を
も
つ
と
い
う
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
が
重
要
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
と

(40)

（

41) 

い
え
よ
う
。
遺
留
分
剥
奪
規
定
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
既
に
明
確
化
さ
れ
て
い
た
。
遺
留
分
剥
奪
規
定
の
刑
罰
的

性
格
は
、
現
在
で
も
一
般
的
捉
え
方
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
上
述
の
よ
う
に
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
は
限
定
列
挙
で
あ
る
と
さ
れ
、

剥
奪
規
定
の
拡
大
解
釈
は
堅
く
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
の
刑
罰
的
性
格
に
よ
り
、
遺
留
分
剥
奪
の

た
め
に
は
、
遺
留
分
権
者
が
責
を
負
う
行
為
の
存
在
と
い
う
過
責
要
件
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
過
責
の
要
件
に
よ
り
、
例
え
ば
、

遺
留
分
権
者
が
、
被
相
続
人
を
、
夜
中
彼
を
認
識
せ
ず
に
殴
打
す
る
こ
と
に
よ
り
虐
待
す
る
場
合
は
、
遺
留
分
剥
奪
根
拠
か
ら
除
外
さ
れ

（立）る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
価
値
評
価
が
基
礎
に
あ
る
た
め
、
実
際
上
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
は
限
定
的
に
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、

(
l
)

こ
の
他
に
も
遣
留
分
の
好
意
的
制
限

(
B
G
B
二
三
三
八
条
）
、
相
続
放
棄
契
約

(
B
G
B
ニ
―
二
四
六
条
）
に
よ
っ
て
も
遺
留
分
は
制
限
さ
れ
う
る
。
前

者
は
、
遺
留
分
権
者
が
高
度
の
浪
費
を
す
る
場
合
又
は
債
務
超
過
で
あ
る
場
合
に
、
家
族
の
扶
養
を
守
り
、
ま
た
は
遺
留
分
を
浪
費
や
債
務
超
過
か
ら

保
護
す
る
と
い
う
趣
旨
で
設
け
ら
れ
て
お
り
、
後
者
は
遺
留
分
権
者
の
同
意
が
要
件
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
上
述
の
よ
う

に
、
遺
留
分
権
者
の
地
位
と
い
う
観
点
で
の
遺
留
分
制
度
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
遺
留
分
が
制
限
を
受
け

る
た
め
に
、
遺
留
分
権
者
の
保
護
が
薄
く
な
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
上
述
の
二
つ
の
規
定
を
み
る
と
、
前
者
は
、
遺
留
分
を
制
限
す

る
よ
り
も
む
し
ろ
遺
留
分
を
保
護
す
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
遺
留
分
権
者
の
同
意
が
要
件
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
意
の
上

遺
留
分
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
制
限
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

(
2
)

ド
イ
ツ
民
法
二
三
二
五
条
一
項
「
被
相
続
人
が
第
三
者
に
贈
与
を
行
っ
た
と
き
は
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
そ
の
贈
与
の
目
的
物
を
遺
産
に
加
算
す
る

こ
と
に
よ
り
遺
留
分
が
増
加
す
る
額
を
、
遺
留
分
の
補
充
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
三
項
「
相
続
開
始
時
に
、
贈
与
の
目
的
物
の
給
付
後
十

年
が
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
贈
与
は
加
算
し
な
い
も
の
と
す
る
。
贈
与
が
被
相
続
人
の
配
偶
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
期
間
は
婚
姻
解

消
前
は
進
行
し
な
い
。
」

一
四
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制限規定にみる遺留分権者の地位 行竹，

(
6
)
 

(
5
 

(
4
 

(
3
)
 

一
五

2
5
.
 5
.
 1
9
7
0
,
 
N
J
W
 1
9
7
0
,
 
1
6
3
8
.
 店
心
牛
ロ
・
姑
緊
四
ロ

i
i紘
畑
廷
外
で
本
3
る
。
而
〗
栽
と
姑
笙
口
は
ム
ロ
恣
只
会
社
を
認
丘
営
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
定
款

(Gesellschaftsvertrag)

に
よ
っ
て
、
一
九
五
一
二
年
―
―
一
月
二

0
日
に
以
下
の
よ
う
に
合
意
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
無
限
責
任
社
員
と
し
て
、
父
は
五

0

%
、
被
告
は
四

0

%
、
有
限
責
任
社
員
と
し
て
母
は
一

0
％
の
持
分
を
有
し
、
父
の
死
後
（
母
の
死
後
も
同
様
）
、
母
が
父
の
地
位
で
無
限
責
任
社
員

と
な
り
、
班
と
被
告
が
そ
れ
ぞ
れ
五

0
％
の
持
分
を
取
得
す
る
。
両
親
の
死
後
に
は
被
告
が
単
独
で
会
社
を
承
継
す
る
」
と
。
父
は
一
九
五
四
年
九
月

三
日
に
、
母
は
一
九
六
五
年
四
月
一
日
に
死
亡
し
た
。
一
九
五
三
年
―
二
月
一
八
日
に
作
成
さ
れ
た
両
親
の
共
同
遺
言
に
よ
り
被
告
が
母
の
単
独
相
続

人
と
な
っ
た
。
原
告
は
遺
留
分
を
請
求
し
た
。
両
者
が
争
っ
た
の
は
、
母
の
会
社
持
分
が
遺
産
に
帰
属
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

B
G
H
は
、
本
件
の
事

案
に
お
い
て
は
、
契
約
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
要
件
の
発
生
に
よ
り
即
時
に
母
の
会
社
持
分
が
、
母
の
さ
ら
な
る
行
為
を
何
ら
必
要
と
せ
ず
、
被
告
に

帰
属
す
る
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
契
約
締
結
に
よ
り
、
被
告
は
母
の
持
分
に
対
す
る
期
待
権

(Anwartschaftsrecht)

を
取
得
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着

目
し
、
結
論
と
し
て
、
受
贈
物
の
「
給
付
」
時
は
、
契
約
締
結
時
の
一
九
五
三
年
―
二
月
二

0
日
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

R
e
u
t
e
r
 J
u
S
 1
9
7
1
,
 
2
8
9
,
 
2
9
1
 
ff. 
ロ
イ
タ
ー
は
、
立
法
趣
旨
の
観
点
か
ら
判
例
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
の
見
解
こ
よ
る
と
、
同
条
の

一
給
付
一
と
は
「
給
付
効
果
」
で
あ
り
、
現
在
で
も
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
、
遺
留
分
権
者
の
保
護
は
、
浜
界
-
]
お
げ
る
相
続
人
の
社
会
朗
優

位
を
保
源
す
る
手
段
と
し
て
、
む
し
ろ
立
法
者
が
意
図
し
た
程
度
に
お
い
て
、
今
日
で
も
や
は
り
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
：
＿

B
G
I
I
 llrtcil 
v
o
n
 2-1. 
9
.
 
1
9
7
-
1
.
 

N
J
W
 19
7
4
,
 
2
3
1
9
,
 
2
3
2
1
.
 

蔀
印
中
山
の

B
G
H

―
九
七
0
年
判
決
の
判
断
枠
組
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
件
の
土
地
譲
渡
の
事

案
こ
お
い
て
は
、
伎
相
統
人
は
、
た
し
か
に
彼
女
自
身
の
個
人
的
協
働
は
権
利
移
転
に
と
っ
て
も
は
や
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
は
、
契
約
締
結

'
」
よ
り
、
阪
告
の
土
地
獲
得
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
全
て
行
っ
た
と
い
え
る
と
し
た
上
で
、
後
掲
（
注

9
)
の
論
旨
に
よ
り
、
結
局
、
「
給
付
」
が
な

さ
れ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
契
約
締
結
の
み
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 1
7
.
 9
.
 1
9
8
6
 `
 
B
G
H
Z
 9
8
,
 
2
2
6
 1
1
 N
J
W
 1
9
8
7
,
 
1
2
2
 ;
 J

R
 1
9
8
7
,
 
2
4
0
 
(Frank) 
;
 
J
Z
 1
9
8
7
,
 
1
5
0
 
(Paulus) 
;
 D
N
o
t
Z
 1
9
8
7
,
 
3
1
5
 

(Nieder)

本
件
の
事
案
に
お
け
る
被
告
は
、
一
九
六
九
年
に
死
亡
し
た
父
の
単
独
相
続
人
と
し
て
父
の
創
設
し
た
会
社
を
承
継
し
た
。
父
は
遺
言
に

よ
っ
て
、
母
の
た
め
に
月
四
、

O
O
O
D
M
の
定
期
金
給
付
を
被
告
に
負
担
さ
せ
た
。
一
九
八
二
年
に
母
（
本
件
の
被
相
続
人
）
は
死
亡
し
、
遺
言
に

よ
っ
て
被
告
が
単
独
相
続
人
と
な
っ
た
。
被
相
続
人
の
息
子
H
の
唯
一
の
子
（
原
告
）
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
遺
留
分
を
請
求
し
た
。
す
な
わ
ち
、

一
九
七
三
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
に
、
被
相
続
人
は
、
月
額
一
、

O
O
O
D
M
の
以
後
の
定
期
金
給
付
を
、
被
告
に
対
す
る
贈
与
の
方
法
で
免
除
し
た

(
s
c
h
e
n
k
w
e
i
s
e
 
erlassen)

の
で
、
累
積
し
た
免
除
額
の
四
分
の
一
を
遺
留
分
ま
た
は
遺
留
分
補
充
と
し
て
請
求
で
き
る
、
と
。
被
告
は
、
そ
の
よ
う
な

定
期
金
給
付
の
免
除
は
、
一
九
七

0
年
に
は
す
で
に
行
わ
れ
、

B
G
B
―
一
三
二
五
条
三
項
に
お
け
る
一

0
年
の
期
間
に
か
ん
が
み
て
、
原
告
の
請
求
を
拒

否
し
た
。

B
G
H
は
、
そ
の
よ
う
な
免
除
に
よ
る
贈
与
で
あ
っ
て
も
同
条
の
一

0
年
の
起
算
点
と
な
り
う
る
と
認
定
し
な
が
ら
も
、
一
九
七
三
年
に
お
け

B
G
H
 
Urteil 
v
o
n
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る
贈
与
の
存
否
を
な
お
確
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

(
7
)
 
J
u
S
 1
9
8
7
,
 
3
2
1
 
(
A
n
m
.
 Hohloch)

に
よ
る
と
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、
「
将
来
的
に
は
遺
留
分
権
者
の
、
保
護
に
値
す
る
利
益
の
保
護
が
よ
り
強
化
さ

れ
る
」
、
す
な
わ
ち
「
遺
留
分
権
者
の
利
益
の
侵
害
を
、
被
相
続
人
に
よ
る
遺
産
の
計
画
的
な
減
少

(planmaBige
Verringerung 
des 
Nachlasses)

に

よ
っ
て
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
」
と
し
て
、
判
例
の
意
義
を
評
価
し
て
い
る
。

(
8
)
 

(
9
)
 

NJW 19
8
7
,
 
1
2
4
 

B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 2
4
.
 9
.
 1
9
7
4
,
 
N
J
W
 1
9
7
4
,
 
2
3
1
9

被
相
続
人
か
ら
被
告
へ
の
土
地
の
譲
渡
に
お
い
て
、
契
約
締
結
時
は
一
九
五
二
年
一

0
月
一
六

日
、
相
続
開
始
時
は
、
一
九
七
一
年
六
月
二
六
日
で
あ
っ
た
0

B
G
B
二
三
二
五
条
三
項
に
よ
り
「
給
付
」
時
か
ら
相
続
開
始
時
ま
で
一

0
年
が
経
過
し

て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
一
九
五
二
年
の
契
約
締
結
時
に
は
、
被
相
続
人
は
、
公
正
証
書
に
よ
る
契
約
に
お
い
て
、
被
告
に
以
下
の
よ
う
な

権
限
を
与
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
の
死
後
、
被
相
続
人
に
代
わ
っ
て
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
を
行
い
、
そ
の
他
所
有
権
移
転
登
記
の
た

め
に
必
要
な
全
て
の
行
為
を
な
し
、
さ
ら
に
所
有
権
移
転
の
仮
登
記
を
申
請
す
る
権
限
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
被
告
の
法
的
地
位
を
と
り
わ
け
強
化
す

る
よ
う
な
契
約
締
結
に
よ
っ
て
も
な
お
、
同
条
の
「
給
付
」
と
は
い
え
な
い
と
、

B
G
H
は
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る

土
地
の
給
付
は
、
目
的
物
の
直
接
の
権
利
移
転
を
内
包
す
る
、
「
履
行
行
為
の
実
行
die
V
o
r
n
a
h
m
e
 einer 
V
 ollziehungshandlung
」
を
必
要
と
し
、
「
給

付
」
の
た
め
に
は
、
権
利
移
転
を
法
律
行
為
に
関
与
す
る
者
が
自
ら
行
う
と
い
う
方
法
で
、
こ
の
履
行
行
為
を
導
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
被
相
続
人

が
自
身
で
す
で
に
所
有
権
移
転
の
た
め
に
必
要
な
意
思
表
示
を
、
後
で
権
利
移
転
の
強
制
執
行
が
な
さ
れ
う
る
形
で
行
っ
た
場
合
に
は
、
「
給
付
」
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
の
事
案
に
お
い
て
は
、
一
九
五
二
年
一

0
月
一
六
日
の
契
約
締
結
時
に
、
被
告
が
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
い

て
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
か
ど
う
か
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
く
、
被
告
が
契
約
か
ら
生
じ
る
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
被
相
続
人
は
な
お
当

該
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
や
は
り
「
給
付
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

(10) 
B
G
B

八
七
三
条
一
項
は
、
土
地
に
対
す
る
物
権
の
得
喪
変
更
に
は
ー
別
段
の
規
定
が
な
い
限
り
—
そ
れ
に
関
す
る
当
事
者
の
合
意
（
物
権
的
合
意

E
i
n
i
g
u
n
g
)

と
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
•

(11) 
B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 6
.
 5
.
 
1
9
8
7
,
 
N
J
W
 1
9
8
8
,
 
1
3
8

本
件
に
お
い
て
、
二
人
の
原
告
（
姉
妹
）
は
、
一
九
八
三
年
八
月
一
三
日
に
死
去
し
た
父
（
被
相

続
人
）
を
単
独
で
相
続
し
た
母
に
対
し
て
、

B
G
B
二
三
二
五
条
に
基
づ
く
遺
留
分
補
充
請
求
権
を
行
使
し
た
。
父
（
被
相
続
人
）
は
、
一
九
七
三
年
八

月
一
日
、
建
物
付
き
の
土
地
を
、
訴
外
A

（
原
告
の
兄
）
に
贈
与
し
た
。
父
（
被
相
続
人
）
は
、
息
子
（
訴
外
A
)
と
共
に
、
当
該
土
地
建
物
に
お
い

て
石
工
会
社
を
経
営
し
て
い
た
（
持
分
各
二
分
の
一
）
。
一
九
七
三
年
八
月
一
日
の
契
約
に
よ
り
、
父
（
被
相
続
人
）
は
、
会
社
を
辞
め
、
息
子
（
訴
外

A
)
に
会
社
お
よ
び
土
地
を
譲
渡
し
た
。
反
対
給
付
と
し
て
、

A
は
被
相
続
人
へ
の
定
期
金
（
被
相
続
人
の
死
後
は
被
告
1
1

母
へ
の
定
期
金
）
、
譲
渡
さ

一六
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制限規定にみる遺留分権者の地位 青竹）

(12) 

(13) 

(14) 
B
G
H
Z
 1
0
2
,
 
2
9
2
 11
 N
J
W
 19
8
8
,
 
8
2
2

上
述
の

B
G
H
Z
98, 
2
2
6
 11
 N
J
W
 19
8
7
,
 
1
2
2
に
お
け
る
基
準
「
被
相
続
人
の
財
産
か
ら
の
、
受
贈
物
の
経
済

的
分
離
die
wirtschaftliche A
u
s
g
l
i
e
d
e
r
u
n
g
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

55. 

§
2
3
2
5
 

一七

R
n
.
5
4
,
 

れ
た
土
地
上
の
家
屋
の
一
定
部
分
に
お
け
る
両
親
へ
の
無
償
の
居
住
権
を
約
し
た
。
被
告
は
、
本
件
で
は
贈
与
は
存
在
せ
ず
、
た
と
え
贈
与
が
存
在
す

る
と
し
て
も
、
相
続
開
始
よ
り
一

0
年
以
上
も
前
で
あ
り
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
抗
弁
し
た
。
原
告
は
、
所
有
権

移
転
登
記
が
一
九
七
三
年
九
月
六
日
に
行
わ
れ
、
登
記
の
申
請
は
同
年
八
月
二
四
日
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

B
G
H
は
、
同
条
の
期
間
の
起
算
点
と

な
る
べ
き
「
給
付
」
に
と
っ
て
は
、
債
務
法
上
の
契
約

(der
schuldrechtliche 
V
e
r
t
r
a
g
)

は
重
要
で
は
な
く
、
基
準
と
な
る
の
は
む
し
ろ
、
い
か
な
る

時
点
で
個
々
の
受
贈
物
が
同
条
の
意
味
で
客
観
的
に
給
付
さ
れ
た

(der
einzelne v
e
r
s
c
h
e
n
k
t
e
 G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
 i. 
s. 
v
o
n
§
2
3
2
5
 III 
B
G
B
 objektiv geleistet 

w
o
r
d
e
n
 ist)
と
い
え
る
か
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
本
件
で
は
一
九
七
三
年
八
月
一
日
に
行
わ
れ
た
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、

B
G
B
八
七
三
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
土
地
の
所
有
権
は
一
般
的
に
は
意
思
表
示
に
加
え
て
登
記
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
取
得
者
に
移
転
す
る
、

し
た
が
っ
て
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ
れ
た
一
九
七
三
年
九
月
六
日
に
は
疑
い
な
く
「
給
付
」
が
存
在
す
る
、
と
判
断
し
た
。

B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 2. 
12. 1
9
8
7
,
 
B
G
H
Z
 1
0
2
,
 
2
8
9
 11
 N
J
W
 19
8
8
,
 
8
2
1
 1
1
 F
a
m
R
Z
 1
9
8
8
,
 
2
8
0
.
 本
＇
件
に
お
い
て
、
当
一
事
者
ぶ
り
父
は
一
九
五
四
年
に
死
亡

し
、
母
は
一
九
八
一
年
五
月
七
日
に
死
亡
し
た
。
三
人
の
娘
、
す
な
わ
ち
原
告
・
被
告
・
訴
外
A
が
母
を
三
分
の
一
ず
つ
相
続
し
た
。
原
告
は
、
一
九

六
九
年
九
月
一
九
日
に
母
が
被
告
に
土
地
・
家
屋
を
贈
与
し
た
が
、
所
有
権
が
移
転
す
る
の
は
一
九
七
一
年
七
月
二
八
日
の
登
記
移
転
時
で
あ
る
の
で
、

二
三
二
五
条
三
項
の
期
間
制
限
に
は
服
さ
な
い
と
主
張
し
て
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
を
行
使
し
た
。
原
審
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、

B
U
H
は
上

述
の
よ
う
に
述
べ
て
破
棄
・
羞
戻
し
の
決
定
を
行
っ
た
。
な
お
、
本
判
決
の
理
由
に
お
い
て
は
、
登
記
の
移
転
で
は
な
く
登
記
の
申
請
を
同
条
の
「
給

付
一
の
基
準
こ
す
る
場
合
に
は
、

B
G
H
に
よ
っ
て
常
に
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
の
憲
法
的
意
義

(die

verfassungsrechtliche 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
)

の
配
慮

に
基
づ
く
遺
留
分
権
者
の
利
益
の
特
別
な
保
護
に
矛
盾
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
B
G
H
Z
1
0
2
,
 
2
9
3
)
。

B
G
H
Z
 102, 
2
9
2
 11
 N
J
W
 1
9
8
8
 `
 
8
2
2

こ
の
よ
、
つ
な
立
場
に
従
う
な
ら
ば
、

N
J
W
1
9
7
0
,
 
1
6
3
8
の
事
案
の
よ
う
に
、
被
相
続
人
の
死
を
停
止
条
件
と

す
る
譲
渡
契
約
の
場
合
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
死
が
期
間
の
起
算
点
と
な
り
、
未
履
行
の
・
形
式
適
合
的
な
贈
与
の
約
束

(
B
G
B
五
一
六
条
）
は
、

被
相
続
人
死
亡
前
に
は
一

0
年
の
期
間
は
進
行
し
な
い
と
い
う
解
釈
が
導
か
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
死
因
贈
与
に

お
い
て
、
被
相
続
人
の
処
分
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
場
合
、
と
り
わ
け
預
金
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
さ
ら
に
、
人
的
会
社
に
お
け
る
贈
与
形
式
に
よ

る
社
員
採
用
の
場
合
、
会
社
へ
の
社
員
の
入
社
が
、
期
間
の
起
算
点
と
な
る
。
社
員
契
約
上
贈
与
が
被
相
続
人
の
死
に
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
被
相
続
人
の
死
亡
以
前
が
期
間
の
起
算
点
と
な
る
こ
と
は
な
い

Soergel,
B
G
B
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 
13. Aufl., 
2
0
0
2
,
 

(
D
i
e
c
k
m
a
n
n
)
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(19) 

(18) 

(17) 

(16) 

(15) 
S
i
e
g
m
a
n
n
,
 
D
N
o
t
Z
 `
 
1
9
9
4
,
 
7
8
7
 `
 
789. 

B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 
27. 4. 
1
9
9
4
,
 
B
G
H
Z
 125, 
3
9
5
 11
 N
J
W
 19
9
4
,
 
1
7
9
1
 -14~ 

に
お
け
ヮ
る
出

⇒

車
ず
安
口
の
丹
は
、
一
九
八
八
年
六
月
一
三
日
に
死
亡
し
、

被
告
に
よ
り
単
独
で
相
続
さ
れ
た
。
原
告
は
、
姉
で
あ
る
被
告
に
遺
留
分
を
請
求
し
た
。
両
当
事
者
の
母
（
被
相
続
人
）
は
、
一
九
七
三
年
―
二
月
一

一
日
に
、
公
正
証
書
に
よ
る
贈
与
契
約
に
よ
っ
て
、
貸
家
・
店
舗
お
よ
び
彼
女
が
住
ん
で
い
た
家
屋
を
被
告
に
譲
渡
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
一
九
七

四
年
三
月
二
0
日
お
よ
び
五
月
八
日
に
移
転
登
記
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
土
地
に
つ
い
て
は
、
母
（
被
相
続
人
）
が
利
用
権
を
留
保
し
て
い
た
(
d
e
n
N
i
e
B
b
r
a
u
c
h
 

v
o
r
b
e
h
a
l
t
e
n
)
。
さ
ら
に
母
（
被
相
続
人
）
は
、
被
告
が
被
相
続
人
よ
り
前
に
死
亡
し
た
場
合
、
ま
た
は
被
相
続
人
の
生
存
時
に
、
被
相
続
人
の
同
意
な

く
土
地
を
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
解
除
権
を
持
っ
て
お
り
、
取
戻
請
求
権
は
仮
登
記
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
て
い
た
。

本
判
決
は
後
述
の
よ
う
に
様
々
な
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

L
e
i
p
o
l
d
,
J
 
N, 
1
9
9
4
,
 
1
1
2
0
 
ff. 
;
 Si
e
g
m
a
n
n
,
 
D
n
o
t
Z
,
 
1
9
9
4
,
 
7
8
4
 ff. 
;
 

D
r
a
s
c
h
k
a
,
 
Rpfleger, 
1
9
9
5
,
 
7
0
 ff. 
;
 
M
e
y
d
i
n
g
,
 ・
Z
E
V
,
 
1
9
9
4
,
 
2
0
2
 ff. 
;
 
M
a
y
e
r
,
 
N
 EV
,
 
1
9
9
4
,
 
3
2
5
 ffふ

R
e
i
f
f
`
 
Z
E
V
,
 
1
9
9
8
,
 
2
4
1
 ff. 

こ
の
よ
う
に
、
被
相
続
人
が
行
っ
た
贈
与
に
用
益
物
権
等
の
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
‘
1
0
年
の
起
算
点
と
な
る
「
給
付
」
と
は
理
解
さ

れ
え
な
い
と
す
る
判
例
の
立
場
は
、
ラ
ン
ゲ
に
よ
り
「
利
用
理
論
G
e
n
u
B
t
h
e
o
r
i
e
」
と
名
付
け
ら
れ
て
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

L
a
n
g
e
/
K
u
c
h
i
n
k
e
,

Erbrccht. 
2
0
0
1
,
 
§
3
7
I
X
4
 a
 

H
a
n
s
 B
r
o
x
,
 
Erbrecht, 
20., 
n
e
u
 bearbeitete Aufl., 
2
0
0
3
,
 
R
n
.
 5
6
2
 ;
 Schliiter, 
E
r
m
a
n
n
 B
G
B
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 
10. Aufl. B
a
n
d
 II, 
S. 4
6
9
0
.
 

し
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

F
r
a
n
k
,
 
J
R
,
 
1
9
8
7
,
 
2
4
3
,
 
2
4
4
.
 
;
 Ni
e
d
e
r
,
 
D
N
o
t
Z
,
 
1
9
8
7
,
 
3
1
9
,
 
3
2
0
.
 ;
 Pa
u
l
u
s
,
 
J
 
N
 ,
 19

8
7
,
 
1
5
3
;
 
M
t
i
n
c
h
e
n
e
r
,
 
B
G
B
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 3. Aufl., 

1
9
9
7
,
 
§
2
3
2
5
 
(
F
r
a
n
k
)
 
R
n
.
 2
4
;
 
L
a
n
g
e
/
K
u
c
h
i
n
k
e
,
 
a. 
a. 
0
 [
A
n
m
.
1
6
]
§
3
7
X
4
 a

フ
ラ
ン
ク
は
、
経
g
消
的
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
輪
郭
が

ぼ
や
け
て
お
り
k
o
n
t
u
r
e
n
l
o
s
e
、
正
確
な
法
的
論
証
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
、
と
批
判
す
る
。
パ
ウ
ル
ス
は
、
「
悪
意
」
と
い
う
主
観
的
構
成
要
件
要
素
を

二
三
二
五
条
の
解
釈
論
で
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
完
全
に
客
観
的
で
あ
る
べ
き
文
言
が
要
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ク
は
、
贈
与
が
債
務
を
負
う
法
律
効
果
の
み
を
重
要
と
す
る
譲
渡
行
為
で
あ
る
と
い
う
点
が
度
外

M
a
y
e
r
,
 
N
 EV
,
 
1
9
9
4
,
 
3
2
5
,
 
326. 

視
さ
れ
た
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る

(
M
u
n
c
h
 K
o
m
m
/
F
r
a
n
k
 R
n
.
 2
4
)
。

(20)

も
っ
と
も
ジ
ー
ク
マ
ン
は
、
結
論
に
つ
い
て
は
B
G
H
の
立
場
に
賛
成
す
る
。

(21) 
M
u
n
c
h
K
o
m
m
/
F
r
a
n
k
 
R
n
.
 2
4
;
 M
a
y
e
r
,
 
Z
E
V
,
 
1
9
9
4
,
 
3
2
5
,
 
3
2
6
 f.
 

期
間
の
起
算
点
を
認
定
す
る
に
際
し
て
、
法
的
給
付
効
果
を
基
準
と
す
る
立
場

は
、
撤
回
の
留
保
付
き
で
合
意
さ
れ
た
贈
与
の
事
例
に
お
い
て
、
単
純
明
快
な
取
り
扱
い
が
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
贈
与
者
が

解
除
権
を
行
使
し
、
目
的
物
が
被
相
続
人
の
も
と
に
戻
っ
た
場
合
に
は
、
遺
留
分
補
充
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
目
的
物
は
通
常
の
遺
留
分
に
服
し
、
解

除
権
が
行
使
さ
れ
な
い
場
合
に
は
‘
1
0
年
前
に
履
行
さ
れ
た
贈
与
は
遺
留
分
補
充
の
対
象
と
は
な
ら
な
い

(
M
u
n
c
h
K
o
目
芝
F
r
a
n
k
R
n
.
 2
4
)
。

八

、1

し
カ

24-3•4-358 (香法 2005)



制限規定にみる遺留分権者の地位 ,
-
J
 

＇一ー.
9
・

．ー
••• 

，．
 

M
e
y
e
r
,
 
Z
E
V
,
 1
9
9
4
,
 
3
2
7
 ff. 

ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
二
条
一
項
「
遺
留
分
請
求
権
は
遺
留
分
権
者
が
相
続
開
始
の
事
実
及
び
自
己
を
害
す
る
処
分
を
認
識
し
て
か
ら
三
年
で
時
効
に

よ
り
消
滅
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
相
続
開
始
の
時
か
ら
三
0
年
が
経
過
し
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
」
二
項
「
第
二

三
二
九
条
に
よ
っ
て
受
贈
者
に
対
し
て
遺
留
分
権
者
が
有
す
る
請
求
権
は
相
続
開
始
の
時
か
ら
―
―
一
年
で
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
」

(24) 
R
G
 Urteil 
v
o
n
 2
5
.
 1
0
.
 1
9
2
6
,
 
R
G
Z
 11
5
,
 
2
7

遺
言
に
お
い
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
署
名
の
真
実
性

(die
E
c
h
t
h
e
i
t
 
d
e
r
 
Unterschrift)

に
対
す
る

正
当
な
疑
い
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

(25) 
R
G
 Urteil 
v
o
n
 2
.
 3
.
 1
9
3
3
,
 
R
G
Z
 14
0
,
 
7
5

本
件
は
、
被
相
続
人
で
あ
る
母
の
遺
言
が
、
そ
れ
以
前
に
作
成
さ
れ
て
い
た
夫
婦
の
共
同
遺
言
の
規
律

と
矛
盾
す
る
の
で
、
遺
留
分
権
者
で
あ
る
息
子
が
そ
れ
を
無
効
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
事
例
で
あ
る
。
遺
留
分
権
者
で
あ
る
息
子
は
、
遺
言
の
真
実
性

お
よ
び
形
式
上
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
法
的
評
価
に
よ
り
当
該
遺
言
の
無
効
を
信
じ
て
お
り
、
そ
の

こ
と
が
時
効
の
進
行
を
妨
げ
る
正
当
な
疑
い
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。

(
2
6
)
-
3
(
i
l
l
 
lJrteil 
v
o
n
 
6
.
1
1
.
1
9
6
3
,
 
Z
 J
W
 19
6
4
,
 
2
9
7

姑
区
知
田
踪

T
八
で
土
の
る
母
が
、
一
九
五
―
一
年
に
遺
留
分
権
を
侵
宮
す
る
壌
渡
契
裟
を
等
ぷ
和
．
二
、
い
た

が
、
遺
留
分
権
者
が
、
憶
測
に
よ
っ
て
避
け
た
り
無
か
っ
た
こ
と
に
す
る
性
格
に
よ
っ
て

(
w
c
g
c
n
seines 
vcrmcintlichcn 
U
m
g
c
h
u
n
g
s
 ,
 
J¥ushiihlungs 

('haraktcrs)

譲
渡
契
約
の
無
効
を
確
信
し
て
い
る
間
は
、
こ
の
解
釈
が
客
観
的
に
不
当
で
あ
っ
て
も
時
効
は
進
行
せ
ず
、
早
く
て
も
一
九
六
0
年
十
一

月
十
七

H
つ

l

、(

i

判
決
を
認
識
し
た
時
に
進
行
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。

(27) 

(28) 

(22) 

(23) 
B
G
H
 
Urtcil 

一
九

v
o
n
 
5
.
 4
.
 
1
9
8
4
,
 
N
J
W
 19
8
4
,
 
2
9
3
5
,
 2936¾-

:ti
り
で
は
、
被
相
続
人
で
あ
る
妻
の
遺
言
能
力
が
欠
如

(ein

F
e
h
l
e
n
 
d
e
r
 

Testierfahigkeit)
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
、
遺
言
の
有
効
性
に
対
す
る
疑
い
が
問
題
と
な
り
、
一
九
六
三
年
の
B
G
H
判
決
の
基
準
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

事
例
に
お
い
て
は
、
夫
婦
が
剰
余
共
同
制
に
基
づ
い
て
生
活
し
て
い
た
の
で
、
清
算
請
求
権
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
清
算
請
求
権
は
、
夫
婦
財
産
制
の

終
了
を
権
利
者
が
了
知
し
て
か
ら
三
年
で
時
効
に
か
か
る
が
、
配
偶
者
の
死
に
よ
る
終
了
の
場
合
に
は
、
遺
留
分
請
求
権
の
時
効
規
定
が
準
用
さ
れ
る

(
B
G
B

―
三
七
八
条
四
項
）
。
剰
余
請
求
権
と
し
て
時
効
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
ほ
か
に
B
G
H
N
J
W
 19
9
3
,
 
2
4
3
9

が
あ
る
。

B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 1
9
.
 6
.
 1
9
8
5
,
 
B
G
H
Z
 9
5
,
 
7
6
,
 
H
o
h
l
o
c
h
,
 
JuS, 
1
9
8
6
,
 66• 

N
J
W
 19
8
5
,
 2945~~ 

婚
の
宰
玄
で
本
ッ
る
姑
盆
祖
結
加
人
(
-
+
｛
七
七
年
{
四
日
バ

二
六
日
に
死
亡
）
は
、
弟
を
単
独
相
続
人
に
指
定
す
る
公
正
証
書
遺
言
を
作
成
し
た
。
(
-
九
七
六
年
四
月
九
日
）
翌
年
、
妻
は
前
の
遺
言
を
取
り
消
し
、

別
の
取
り
決
め
を
す
る
書
面
を
作
成
し
て
区
裁
判
所
に
提
出
し
、
夫
は
そ
れ
を
前
の
遣
言
を
取
り
消
す
遺
言
書
で
あ
る
と
認
識
し
た
が
、
何
ら
か
の
理

由
に
よ
り
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
後
の
書
面
は
遺
言
書
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
夫
は
訴
訟
の
途
中
で
死
亡
し
た
の
で
、

夫
の
前
婚
に
よ
る
娘
が
夫
を
単
独
相
続
し
て
訴
訟
を
承
継
し
た
。
被
告
は
遺
留
分
権
の
時
効
を
援
用
し
た
が
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
、
時
効
の
進
行
に

24-3•4-359 (香法2005)



必
要
な
「
認
識
」
の
時
点
が
問
題
と
な
っ
た
。

D
i
e
c
k
m
a
n
n
,
 
F
a
m
R
Z
 1
9
8
5
,
 
1
1
2
4
 ff. 
;
 
S
o
e
r
g
e
l
/
D
i
e
c
k
m
a
n
n
,
 
§
2
3
3
2
,
 
R
n
.
 1
7

に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
は
判
例
の
一
般
化
に
警
戒
を
示
す
。

(29) 
B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 
6
.
 

10. 1
9
9
9
,
 
N
J
W
 20
0
0
,
 
2
8
8

姑
蛤
祖
結
加
人
は
、

fi婚
の
妻
と
の
共
同
遺
言
で
、
互
い
に
単
独
相
続
人
に
指
定
し
、
「
同
時
死
亡

(gleichzeitiger 
T
o
d
)

の
場
合
に
は
、
第
三
者
を
単
独
相
続
人
に
指
定
す
る
」
と
取
り
決
め
た
。
そ
の
後
夫
婦
は
心
中
を
図
っ
て
自
殺
し
た
の
で
、
遺

言
の
趣
旨
に
従
い
、
第
三
者
が
単
独
相
続
人
と
な
っ
た
。
被
相
続
人
の
前
婚
に
よ
る
卑
属
は
、
心
中
の
際
、
父
が
妻
に
三
0
分
死
に
遅
れ
た
た
め
に
、

同
時
死
亡
で
は
な
く
、
父
が
妻
を
相
続
し
、
更
に
被
相
続
人
の
卑
属
で
あ
る
自
身
が
相
続
す
る
と
解
釈
し
た
た
め
に
遺
留
分
権
の
発
生
に
気
付
か
ず
、

し
た
が
っ
て
遺
留
分
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
時
効
が
進
行
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
遺

留
分
権
者
に
よ
る
誤
っ
た
遺
言
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
時
効
の
進
行
は
妨
げ
ら
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

(30)

も
っ
と
も
、
同
判
決
が
打
ち
出
し
た
法
命
題
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
限
界
を
示
す
判
例
と
し
て
、
遺
留
分
権
者
が
不
当
な

解
釈
に
基
づ
い
て
「
侵
害
の
程
度

(das
A
u
s
m
a
B
)
」
に
つ
い
て
の
み
誤
解
し
て
い
た
場
合
に
は
、
時
効
の
進
行
を
妨
げ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る

(
B
G
H

Urteil 
v
o
n
 2
5
.
 
1. 
1
9
9
5
,
 
N
J
W
 1
9
9
5
,
 
1
1
5
7
.
 

―+～八〔叩
I

午
十
五
日
呈
ハ
日
に
亡
く
な
っ
た
被
相
続
人
は
、
生
前
に
以
下
の
よ
う
な
遺
言
所
を
作
成
し
て
い

た
。
「
私
の
死
後
、
私
の
所
有
物
は
全
て
妻
の
も
の
と
す
る
。
（
中
略
）
妻
の
死
後
は
息
子
が
妻
の
意
思
に
従
っ
て
全
て
を
相
続
人
と
し
て
保
持
す
る
。
」

一
九
八
四
年
六
月
七
日
に
妻
（
被
告
）
．
息
子
（
原
告
）
は
、
遺
産
裁
判
所
に
対
し
て
、
遺
言
に
従
い
、
被
告
が
負
担
の
な
い
先
位
相
続
人

(befreite

Vorerbin)

で
あ
り
、
原
告
が
後
位
相
続
人

(
N
a
c
h
e
r
b
e
)

で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
そ
の
後
原
告
は
、
被
告
が
負
担
付
の
先
位
相
続
人
で
あ
る
と
の

見
解
に
基
づ
い
て
、
一
九
八
七
年
五
月
七
日
に
、
被
告
に
対
す
る
土
地
売
却
の
差
し
止
め
の
仮
処
分
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
の
請
求
は
棄
却

さ
れ
た
が
、

O
L
G
は
被
相
続
人
が
原
告
を
後
位
相
続
人
に
指
定
し
た
の
で
は
な
く
単
に
被
告
の
死
後
に
お
け
る
望
ま
し
い
相
続
を
公
示
し
よ
う
と
し
た

だ
け
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
遺
産
裁
判
所
も
、
原
告
は
後
位
相
続
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
被
告
が
完
全
な

相
続
人

(Vollerbin)

で
あ
る
と
決
定
し
、
被
告
も
そ
れ
を
表
明
し
た
(
-
九
八
八
年
四
月
二
二
日
）
。
一
九
九
二
年
―
一
月
一
七
日
に
原
告
は
被
告
に

対
し
て
遺
留
分
請
求
権
を
主
張
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
は
時
効
を
援
用
し
た
。

B
G
H
は
、
法
定
相
続
権
の
侵
害
が
有
効
で
あ
り
、
か
つ

そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
き
は
、
侵
害
の
程
度
に
か
か
わ
り
な
く
遺
留
分
権
者
に
、
す
で
に
十
分
な
行
為
の
動
機
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
立
場
を
表

明
し
、
且
つ
遅
く
と
も
一
九
八
八
年
四
月
の
時
点
で
被
告
が
単
独
相
続
人
と
な
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
の
に
、
遺
留
分
権
者
は
一
九
九
二
年
―
一
月
に

な
っ
て
や
っ
と
遺
留
分
請
求
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
）
。

(31)

二
三
三
三
条
「
被
相
続
人
は
以
下
の
場
合
に
そ
の
直
系
卑
属
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
、
そ
の
配
偶
者

ま
た
は
他
の
直
系
卑
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
と
き
。
二
、
直
系
卑
属
が
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
被
相
続
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
身
体

―二
0
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制限規定にみる遺留分権者の地位 対竹

（因

neubearbeitete 

一
九
八
三
年
の
相
続
契
約
に
お
い
て

R
n
.
 4
 :
 Staudinger, 

に
故
意
の
虐
待
行
為
を
な
し
た
と
き
。
但
し
配
偶
者
に
対
す
る
虐
待
の
場
合
に
は
、
そ
の
直
系
卑
属
が
配
偶
者
の
血
統
に
属
す
る
と
き
に
限
る
も
の
と

す
る
。
三
、
直
系
卑
属
が
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
被
相
続
人
又
は
そ
の
配
偶
者
に
対
し
て
重
罪
ま
た
は
比
較
的
重
い
故
意
の
軽
罪
を
犯
し
た

と
き
。
四
、
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
に
対
し
て
法
律
上
負
担
す
る
扶
養
義
務
を
悪
意
を
も
っ
て
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
。
五
、
直
系
卑
属
が
被
相
続
人

の
意
思
に
反
し
て
不
名
誉
又
は
不
道
徳
の
行
状
を
な
し
た
と
き
。
」
父
母
、
配
偶
者
の
剥
奪
事
由
は
省
略
。

(32) 
R
G
 Urteil 
v
o
n
 11. 11. 
1
9
4
1
,
 
R
G
Z
 168, 
39, 
4
1
;
 B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 1
.
3
.
1
9
7
4
,
 
N
J
W
 1
9
7
4
,
 
1
0
8
5

前
屯
有
の
判
盗
内
に
お
い
て
は
、
二
三
三
三
冬
木

五
号
に
よ
っ
て
遺
留
分
剥
奪
理
由
と
な
る
卑
属
の
不
名
誉
ま
た
は
不
道
徳
の
行
状
の
「
行
状
」
と
は
「
継
続
的
行
為
」
で
あ
る
と
制
限
的
に
解
釈
さ
れ

て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
二
三
三
三
条
三
号
に
よ
っ
て
遺
留
分
剥
奪
根
拠
と
な
る
被
相
続
人
の
所
有
権
又
は
財
産
に
対
す
る
侵
害
は
、
「
そ
の
性
質

お
よ
び
行
為
態
様
に
鑑
み
て
親
子
関
係
の
重
大
な
軽
蔑

(eine
g
r
o
b
e
 M
i
B
a
c
h
t
u
n
g
 d
e
s
 E
l
t
e
m
'
吝
n
d
,
 
Verhalthisses)

が
表
現
さ
れ
、
よ
っ
て
被
相
続
人

の
特
別
な
侮
辱
を
意
味
す
る
」
侵
害
で
あ
る
と
い
う
限
定
的
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(33)

こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
、
前
掲
R
G
Z
168, 
3
9
判
決
に
お
い
て
は
、
子
の
母
（
被
相
続
人
の
前
婚
の
妻
）
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
故
意
こ
よ
る
違
反
は
、

制
定
法
上
の
根
拠
を
持
た
な
い
と
し
て
、
剥
奪
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
二
三
三
三
条
四
号
が
被
相
親
人
自
身
こ
対
す
る
扶
投
義
務
の
故

意
に
よ
る
違
反
し
か
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
被
相
続
人
の
前
婚
の
妻
に
ま
で
拡
大
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
同
様
の
趣
旨
で
、

子
の
裁
判
上
の
偽
証
罪
は
、
被
相
続
人
と
そ
の
配
偶
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
犯
罪
（
二
三
一
二
三
条
三
号
）
で
は
な
い
の
で
、
剥
奪
根
拠
と
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
だ
：

l

G
e
s
e
t
z
b
u
c
h
 62., 

Aufl., 
2
0
0
3
,
 
2
3
3
3
,
 
R
n
.
5
 ;
 So
e
r
g
e
l
/
D
i
e
c
k
r
n
a
n
n
 
R
n
.
 6
 ;
 M
u
n
c
h
K
o
m
m
/
F
r
a
n
k
 

B
G
B
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 
13. Aufl., 
1
9
9
8
,
 
V
o
r
b
e
m
 zu§ 
§
2
3
3
3
 ff. 
(
O
l
s
h
a
u
s
e
n
)
 
R
n
.
 3. 

(35)

上
記
R
G
Z
168, 
39. 
に
お
い
て
は
、
扶
養
義
務
の
故
意
に
よ
る
違
反
（
ニ
―
―
一
三
三
条
四
号
）
、
犯
罪
行
為
（
三
号
）
、
不
貞
行
為
（
五
号
）

個
別
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(36) 
B
G
H
 Urteil v
o
n
.
 6. 
12. 1
9
8
9
,
 
B
G
H
Z
 109, 
306. 
一
九
八
六
年
に
死
亡
し
た
被
相
続
人
と
妻
（
被
告

1
)
は、

-3(i= 
I
 

Urleil 
v
o
n
 25./26. 10. 
1
9
7
6
,
 
N
J
W
 19
7
7
,
 339~ 

知

m
結加＼八（早号）

Li‘
呻
g

一
の
自
心
ヱ
J

が
母
を
込
叩
謳
印
に
扱
ヽ
つ
こ
と
に
よ
り
自
殺
未
遂
に
追
い
込

ま
れ
、
そ
の
後
接
触
を
取
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
終
意
処
分
を
行
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、
二
三
三
三
条
二
号
に
よ
っ

て
剥
奪
理
由
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
、
「
精
神
的
虐
待
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
相
続
人
の
身
体
的
健
康
が
害
さ
れ
る
ま
た
は
害
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
遺

留
分
剥
奪
根
拠
と
な
る
」
と
し
て
、
本
件
で
は
剥
奪
理
由
を
認
め
な
か
っ
た
。

な
お
、
精
神
的
虐
待
へ
の
拡
張
の
拒
絶
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
説
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

Palandt,
Biirgerliches 

R
n
.
 1
 ;
 Er
m
a
n
n
/
S
c
h
l
i
i
t
e
r
 

に
つ
い
て
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(39) 以
下
の
よ
う
に
取
り
決
め
た
。
す
な
わ
ち
、
子
の
う
ち
一
方
（
被
告

2
)
を
単
独
相
続
人
に
指
定
し
、
他
方
（
原
告
）
は
、
父
に
対
し
て
故
意
の
身
体

的
虐
待
を
行
っ
た
と
し
て
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
、
と
。
原
告
は
遺
留
分
剥
奪
の
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
。

B
G
H
は
、
原
告
の
行
為
が
、

B
G
B
二
三

三
三
条
二
号
に
よ
る
遺
留
分
剥
奪
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
の
「
深
刻
な
孝
順
侵
害

(
s
c
h
w
e
r
e
Pietatsverletzung)
」
に
当
た
る
か
否
か
を
原
審
が
判
断
す

べ
き
と
し
て
破
棄
差
戻
し
の
決
定
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
基
本
法
六
条
お
よ
び
一
四
条
が
規
定
す
る
家
族
の
保
護
、
相
続
権
保
障
に
鑑
み
て
、
卑
属

に
対
す
る
非
難
と
遺
留
分
剥
奪
に
よ
る
ダ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
比
較
考
量
し
な
け
れ
ば
、
憲
法
上
の
過
剰
禁
止

(
D
a
s
verfassungsrechtliche 

O
b
e
r
m
a
B
v
e
r
b
o
t
)

に
触
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

同
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
ラ
イ
ポ
ル
ト
は
、
遺
留
分
権
と
毅
子
の
扶
養
義
務
の
関
係
を
重
視
し
、
親
の
死
亡
時
に
子
の
扶
養
義
務
が
存
在
す
る
場

合
に
限
り
、
子
に
遺
留
分
権
が
帰
属
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
憲
法
の
要
請
に
適
合
的
な
縮
小
さ
れ
た
遺
留
分
権

(reduziertes
Pflichtteilsrecht)

を

提
唱
し
、
立
法
論
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
現
行
遺
留
分
法
に
お
い
て
も
、
親
子
関
係
に
お
け
る
現
行
遺
留
分
法
規
律
が
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
現
行
法
解
釈
に
お
い
て
、
本
判
決
に
お
け
る
ご
と
く
原
則
的
に
遺
留
分
権
者
た
る
卑
属
の
保
護
を
強
化
す

べ
く
尽
力
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
別
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。

Dieter
Leipold, J
 N
,
 
1
9
9
 0」

6
9
7

ff. 

(37) 
B
G
H
 Urtcil 
v
o
n
 1
9
8
5
.
 2
.
 2
7
,
 
B
G
H
Z
 9
4
,
 
3
6
.
 

一
九
七
七
年
し
L
月
二
0
日
に
亡
く
な
っ
た
被
相
続
人
は
、
一
九
七
五
年
九
月
四
日
に
、
娘
（
原
告
）

が
被
相
続
人
に
対
し
て
故
意
の
罪
を
犯
し
た
と
し
て
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
旨
の
自
筆
証
書
遺
言
を
作
成
し
た
。
原
告
は
遺
留
分
剥
奪
が
無
効
で
あ
る
と

し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。

B
G
H
は
、
当
該
遺
言
に
お
け
る
、
被
相
続
人
に
対
す
る
「
無
礼
B
e
l
e
i
d
i
g
u
n
g
e
n
」
、
「
悪
口
N
a
c
h
r
e
d
e
n
」
、
「
誹
謗
中
傷

V
e
r
l
e
u
m
d
u
n
g
e
n
」
と
い
う
表
現
は
、
特
定
の
具
体
的
事
象
を
表
現
し
て
い
な
い
の
で
、
遺
留
分
剥
奪
権
の
行
使
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ

本
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
ク
ヒ
ン
ケ
は
、

B
G
H
の
解
釈
は
、
制
定
法
の
文
言
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
限
界
付
け
の
観
点

が
十
分
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
の
か
否
か
、
さ
ら
に
、
ま
さ
に
本
判
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
に
よ
っ
て
限
界
を
画
す
る
こ
と
が
差
し
控
え

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

K
u
r
t
K
u
c
h
i
n
k
e
,
 J
 N
 ,
 19

8
5
,
 
7
4
6
 ff. 

（38)

―
-
三
三
七
条
「
遺
留
分
剥
奪
の
権
利
は
宥
恕
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
被
相
続
人
が
剥
奪
を
定
め
た
処
分
は
、
宥
恕
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
失
う
。
」
同

条
に
つ
い
て
は

S
o
e
r
g
e
l
/
D
i
e
c
k
m
a
n
n
R
n
.
 2

に
よ
る
と
、
被
相
続
人
が
受
け
た
傷
の
「
内
的
克
服

(innere
O
b
e
r
w
i
n
d
u
n
g
)
」
が
重
要
で
あ
る
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。

二
三
三
三
条

ロ

B
G
H
 Urteil 
v
o
n
 1
.
3
.
1
9
7
4
,
 
Z
 J
W
 19
7
4
,
 
1
0
8
5
.
 
本
判
決
の
事
案
に
お
い
て
、
原
告
（
父
）
に
は
一
一
人
の
婚
外
子
が
あ
り
、
原
告
（
父
）
は
、

B
G
B

二
、
三
、
五
号
に
基
づ
い
て
、
婚
外
子
の
一
方
（
被
告
）
か
ら
、
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
。
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制限規定にみる遺留分権者の地位 ,-J 
.Lーー，

．．
 ．．
 ●

●
ー

I
^
 

（立）

第
三
章

法
一

0
三
0
条）、

以
下
、

遺
留
分
請
求
権
の
消
滅
時
効
（
同
一

0
四
二
条
）
、

(
1
)
 

の
規
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
解
釈
論
、

運
用
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

~ 

遺
留
分
を
剥
奪
す
る
意
味
を
持
つ
、

相
続
廃
除

（
同
八
九
二
条
）

日
本
に
お
け
る
遺
留
分
を
制
限
す
る
規
定
と
し
て
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る
生
前
贈
与
の
一
年
の
制
限
（
民

日
本
に
お
け
る
遺
留
分
の
制
限
規
定

Protokolle 
V
,
 S. 7
5
6
1
 f. 
M
u
g
d
a
n
,
 
D
i
e
 G
e
s
a
m
t
e
n
 M
a
t
e
r
i
a
l
e
n
 z
u
m
 Bi.irgerlichen 
G
e
s
e
t
z
b
u
c
h
 Hir 
d
a
s
 D
c
u
1
s
d
1
c
 
R
e
i
c
h
 
B
d
.
 !i, 
1
8
9
9
 

識
は
現
在
で
も
一
般
的
で
あ
る
。

Li.ibtow,
Erbrecht, 
E
i
n
e
 S
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
 Darstellung, I• 

H
a
l
b
b
u
n
d
 

•. 

W
7
1
.
 
s. 
(iOf'>. 

L
a
n
g
c
/
K
u
c
h
i
n
k
e
,
 
a. 
a. 
〇
〔
A
n
m
.
1
6〕

8

芍
二
Fn.665~ 

参
照
o

過
責
要
件
と
し
て
の
責
任
能
力
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
＿
ご
m
百
歪
＿
ら
m
ーん

Z
・
1
9
7
9
,

5
(
)
5

参
照
）

原
告
の
訴
え
は
棄
却
さ
れ
た
。
「
宥
恕
」
に
関
し
て

B
G
H
は
、
原
審
が
「
宥
恕
」
の
法
的
概
念
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
し
た
上
で
、
以
下
の
よ

う
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宥
恕
」
と
は
被
宥
恕
者
に
対
し
て
直
接
提
示
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
法
律
行
為
上
の
意
思
表
示

(eine

rechtsgeschaftliche 
E
r
k
l
a
r
u
n
g
)

で
は
な
く
、
被
相
続
人
が
受
け
た
傷

(die
K
r
l
i
n
k
u
n
g
e
n
)

か
ら
は
も
は
や
何
も
引
き
出
そ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
を
気
に

留
め
よ
う
と
も
し
な
い
と
い
う
外
部
に
表
示
さ
れ
た
被
相
続
人
の
決
定
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
第
一
に
、
原
告
が
訴
訟
を
提
起
し
た
意
図
は
、
被
告

お
よ
び
そ
の
異
母
兄
弟
か
ら
将
来
に
は
正
当
に
理
解
さ
れ
、
彼
ら
と
和
解
し
た
い
と
い
う
単
な
る
望
み
を
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
、
第
二

に
、
以
前
よ
り
、
原
告
は
被
告
お
よ
び
そ
の
異
母
兄
弟
と
業
務
に
ま
つ
わ
る
法
的
紛
争
を
起
こ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
一
九
六
九
年
十
月
七
日
に
和
解
に

至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
和
解
の
直
前
に
行
わ
れ
た
被
告
の
犯
罪
（
大
規
模
な
脱
税
A
b
g
a
b
e
n
h
i
n
t
e
r
z
i
e
h
u
n
g
e
n
g
r
o
B
e
r
e
n
 
U
 mf
a
n
g
s
)

に
対
し
、
原
告
は
、

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

(40) 
S
t
a
u
d
i
n
g
e
r
/
O
l
s
h
a
u
s
e
n
 R
n
.
 3
 

こ
の
認
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遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る
生
前
贈
与
の
期
間
制
限

相
続
開
始
前
に
行
わ
れ
た
贈
与
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
相
続

開
始
前
一
年
内
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
期
間
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
開
始
の
一
年
以
上
前
に
行
わ
れ
た
贈

与
は
も
は
や
遺
留
分
の
枠
組
み
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
年
の
起
算
点
の
具
体
的
な
設
定
如
何
に
よ
っ
て
は
、

実
質
的
な
期
間
変
動
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
期
間
制
限
に
表
れ
る
特
徴
を
仔
細
に
観
察
す
る
た
め
に
は
、
起
算
点
に
関
す
る
学
説
・
判

例
の
こ
の
点
に
関
す
る
立
場
を
吟
味
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

学
説
は
、
一
年
の
起
算
点
に
つ
い
て
、
基
準
時
は
意
思
表
示
時
で
あ
っ
て
、
履
行
時
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
お
い
て
一
致
を
み
て
い

(
4
)
 

る
。
こ
の
立
場
に
依
拠
す
る
と
、
贈
与
契
約
が
一
年
前
に
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
た
と
え
履
行
が
一
年
間
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
遺

留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
は
算
入
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
た
だ
し
、
書
面
に
よ
ら
な
い
贈
与
契
約
に
つ
い
て
も
同

様
に
考
え
て
、
そ
の
契
約
が
一
年
よ
り
前
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
す
べ
て
が
加
算
さ
れ
な
い
と
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
疑
問
視
す
べ
き

こ
と
を
主
張
す
る
諸
学
説
が
現
れ
た
。
鈴
木
教
授
は
、
民
法
五
五
0
条
に
鑑
み
て
、
書
面
に
よ
ら
な
い
贈
与
は
履
行
が
あ
る
ま
で
は
不
確

(
5
)
 

実
で
あ
る
と
の
指
摘
を
さ
れ
、
伊
藤
教
授
は
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
贈
与
契
約
は
書
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
べ

(
6
)
 

き
で
あ
り
、
か
つ
書
面
自
体
の
要
件
も
厳
格
に
す
べ
き
旨
を
説
か
れ
る
。

し
か
し
、
贈
与
の
形
式
面
を
度
外
視
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
や
は
り
学
説
に
お
い
て
基
準
時
を
意
思
表
示
時
と
す
る
立
場
は
一
貫
し
て
お

り
、
判
例
に
お
い
て
も
相
続
開
始
よ
り
一
年
以
上
前
に
停
止
条
件
付
贈
与
契
約
が
な
さ
れ
一
年
内
に
条
件
が
成
就
し
た
場
合
に
お
い
て
い

つ
を
基
準
時
と
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
贈
与
が
一
年
内
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
認
定
せ
ず
、
も
は
や
遺
留
分
が
妥
当
す

る
範
囲
外
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
学
説
は
こ
こ
に
お
い
て
も
一
年
の
起
算
点
を
意
思
表
示
時
と
解
す
る
原
則
を
堅
持
し
、
停
止
条

件
付
贈
与
契
約
が
な
さ
れ
た
時
が
既
に
起
算
点
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
わ
が
国
に
お
け
る
生
前
贈
与
の
期
間
制

第
一
節

―
二
四
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制限規定にみる遺留分権者の地位 行竹 I

―
二
五

限
は
、
規
定
に
お
い
て
も
、
解
釈
論
に
お
い
て
も
原
則
と
し
て
厳
し
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
遺
留
分
権
者
に
不
利
な
法
的

第
二
節

効

(
9
)
 

遺
留
分
権
は
、
相
続
開
始
お
よ
び
減
殺
す
べ
き
贈
与
又
は
遺
贈
を
知
っ
た
と
き
よ
り
一
年
で
時
効
に
か
か
る
。
こ
こ
で
い
う
「
知
っ
た

時
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
遺
留
分
権
者
が
当
該
処
分
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
な
お
、
同
条
の
意
味
に
お

い
て
「
知
っ
た
時
」
と
解
し
得
る
か
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
大
審
院
は
既
に
、
「
知
っ
た
時
」
と
は
、
贈
与
又
は
遺
贈
の
事
実

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
遺
留
分
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
ち
、
遺
言
の
偽
造
を
信
じ
た
た
め
に

無
効
を
主
張
し
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
知
っ
た
時
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
の
立
場
を
表
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
遺

留
分
権
者
が
無
効
の
主
張
を
し
て
い
る
間
は
「
知
っ
た
」
と
は
い
え
な
い
と
い
う
評
価
を
根
拠
と
し
て
時
効
の
進
行
を
阻
止
し
、
よ
っ
て

遺
留
分
権
者
に
有
利
を
も
た
ら
す
立
場
は
、
判
例
の
一
貫
し
た
態
度
と
し
て
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
漸
く
に
し
て
こ
の
傾
向
は
変
容
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
判
所
は
、
無
効
の
主
張
に
つ
い
て
、
事
実
上

及
び
法
律
上
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
遺
留
分
権
者
が
無
効
を
信
じ
て
い
る
た
め
遺
留
分
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
が
も
っ
と
も
と
首
肯
し

(12) 

う
る
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
「
知
っ
た
」
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
当
該

処
分
の
事
実
を
知
り
さ
え
す
れ
ば
原
則
的
に
「
知
っ
た
」
と
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
時
効
を
進
行
さ
せ
、
そ
の
結
果
遺
留
分
権
者
に
厳
格

(13) 

な
立
場
を
示
す
裁
判
所
の
立
場
は
、
そ
の
後
の
判
例
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
贈
与
や
遺
贈
の
無
効
を
主
張
し
さ
え

す
れ
ば
時
効
が
進
行
し
な
い
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
知
っ
た
時
」
の
認
定
を
緩
や
か
に
し
、
よ
っ
て
時
効
の
進

行
を
容
易
に
認
め
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
知
っ
た
時
」
と
は
、
「
知
り
又
は
知
る
べ
か
り
し
時
」

時

地
位
を
も
た
ら
す
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
る
と
解
し
、
認
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(14) 

識
可
能
性
で
足
り
る
と
す
る
考
え
方
や
、
法
律
関
係
の
安
定
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
贈
与
ま
た
は
遺
贈
の
事
実
を
知
り
さ
え
す
れ
ば
時
効

(15) 

が
進
行
す
る
と
い
う
見
解
の
ご
と
く
で
あ
る
。

第
三
節

相
続
廃
除
制
度

被
相
続
人
は
、
法
定
の
廃
除
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
家
裁
の
許
可
の
も
と
で
、
推
定
相
続
人
を
相
続
か
ら
鹿
除
す
る
こ
と
が
認

(16) 

め
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
遺
留
分
を
侵
害
し
な
い
遺
贈
や
生
前
贈
与
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
が
こ
れ
を
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
相
続
廃
除
制
度
の
存
在
意
義
は
、
推
定
相
続
人
か
ら
遺
留
分
権
を
も
奪
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意

味
で
、
相
続
廃
除
制
度
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
遺
留
分
剥
奪
制
度
に
対
応
し
た
制
度
と
捉
え
ら
れ
る
。

(17) 

一
般
に
厳
し
い
基
準
を
も
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

相
続
廃
除
規
定
は
、
判
例
に
お
い
て
、

つ
か
の
点
で
は
な
お
、
緩
や
か
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い

て
は
、
廃
除
事
由
の
文
言
を
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
解
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
判
例
は
、
相
続
廃
除
事
由
に
あ
た
る
虐
待
と
侮
辱
を

(18) 

必
ず
し
も
厳
格
に
は
区
別
せ
ず
、
む
し
ろ
被
廃
除
者
の
一
連
の
行
為
を
総
合
的
に
見
て
、
家
族
的
協
同
生
活
関
係
の
継
続
を
不
可
能
に
す

(19) 

る
行
為
と
捉
え
る
範
囲
の
広
い
判
断
基
準
を
設
け
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
廃
除
規
定
の
文
言
に
つ
い
て
客
観
的
事
由
を
限
定
的
に

列
挙
し
た
も
の
と
は
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
家
庭
裁
判
所
の
裁
量
の
余
地
の
な
い
も
の
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
客
観
的
事
由
の
例
示
に
過
ぎ

な
い
と
す
る
立
場
か
ら
「
そ
の
他
の
著
し
い
非
行
」
と
い
う
形
で
一
般
的
廃
除
原
因
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ

(20)

（

21) 

る
。
第
二
に
、
身
体
的
虐
待
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
虐
待
を
理
由
と
す
る
相
続
廃
除
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
学
説
に
お

い
て
も
、
廃
除
原
因
と
し
て
の
虐
待
は
、
「
被
相
続
人
を
し
て
、
家
族
的
共
同
生
活
関
係
の
継
続
を
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
、
そ
の
関
係
ま

(22)

（

23) 

た
は
心
理
に
苦
痛
を
あ
た
え
る
行
為
」
で
あ
る
と
の
定
義
が
あ
り
、
定
着
し
て
い
る
。
第
三
に
、
廃
除
が
ひ
と
た
び
効
果
を
生
じ
た
の
で

―
二
六

し‘

＜ 
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制限規定にみる遣留分権者の地位 t-: ロ
ll If 

(
1
)

ほ
か
に
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
主
張
が
権
利
の
濫
用
で
あ
る
と
の
理
由
で
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

―
二
、
九
、
名
古
屋
地
判
昭
五
一
‘
―
-
、
三
〇
判
時
八
五
九
、
八
0
)
。

(
2
)
 

I
 

0
1
―1
0
条
「
贈
与
は
、
相
続
開
始
前
の
一
年
間
に
し
た
も
の
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
価
頷
を

i

見
・
人
す
る
：
く
ヤ
ー
中
戸
者
又
方
が
遺
留
分

権
者
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
贈
与
を
し
た
と
き
は
、
一
年
前
に
し
た
も
の
で
も
、
同
様
で
あ
る
：

l

(
3
)

但
し
、
加
害
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
年
前
の
贈
与
で
も
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
：
〉
も
っ
と
も
、
加
内
の
認
識
に

つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
結
局
一
年
前
の
贈
与
を
加
算
す
る
こ
と
は
現
実
に
難
し
い
と
さ
れ
る
（
中
川
淳
・

新
版
注
和
ぃ
民
法
玉
四
六
四
頁
以
下
）
。
ま
た
、
相
続
人
が
受
け
た
特
別
受
益
と
な
る
贈
与
（
九
0
1
―
一
条
）
に
つ
い
て
は
、
一
年
よ
り
前
の
贈
与
で
も
算
入

さ
れ
る
と
い
う
の
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
（
鈴
木
緑
弥
『
相
続
法
講
裁
（
改
訂
版
）
』
（
一
九
九
六
年
）
一
五
三
頁
以
下
、
高
木
多
喜
男
「
遺
留
分
の
算

定
」
家
族
法
体
系
VII
相
続
③
(
-
九
六
0
年
）
二
六
三
頁
以
下
。
も
っ
と
も
反
対
説
と
し
て
、
辻
正
己
「
遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
一

1
0
巻
四
ー
六
合
併
号
(
-
九
八
二
年
）
二
三
九
頁
以
下
。
最
高
裁
平
成
一

0
年
三
月
二
四
日
判
決
、
民
集
五
―
-
、
二
、
四
三
三
は
通
説
に
従
う
）
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
議
論
も
多
い
の
で
本
稿
で
は
深
入
り
せ
ず
、
相
続
人
間
の
争
い
に
つ
い
て
は
異
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

(
4
)

我
妻
栄
／
唄
孝
一
「
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
珊
相
続
法
」
(
-
九
六
六
年
）
＝
二
八
頁
、
近
藤
英
吉
『
相
続
法
論
（
下
）
』
（
一
九
三
八
年
）
一
―
―

八
頁
、
谷
口
知
平
「
遺
留
分
」
家
族
制
度
全
集
・
法
律
編
＞
相
続
(
-
九
三
八
年
）
一
八
六
頁
、
島
津
一
郎
「
注
釈
相
続
法
（
下
）
」
（
一
九
五
五
年
）
ニ

二
九
頁
、
高
木
多
喜
男
・
遺
留
分
〔
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
二
三
〕
（
一
九
六
四
年
）
四
六
頁
、
加
藤
永
一
・
遺
留
分
〔
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究

五
八

I
〕
（
一
九
八
0
年
）
一
三
頁
、
鈴
木
緑
弥
『
相
続
法
講
義
（
改
定
版
）
』
（
一
九
九
六
年
）
一
五
四
頁
、
伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』
（
二

0
0
1
―年）

三
七
五
頁

(
5
)
鈴
木
（
前
掲
注

4
)

あ
れ
ば
、

一
五
四
頁

そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
簡
単
で
は
な
く
、
廃
除
者
本
人
の
行
為
を
必
要
と
し
、

(24) 

な
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

―
二
七

（
仙
台
高
判
昭
三
六
、
九
、
二
五
、
下
民
集

(25) 

こ
れ
ら
全
て
の
背
景
に
は
、
相
続
廃
除
規
定
が
、
立
法
段
階
よ
り
遺
留
分
権
者
に
対
す
る
罰
則
規
定
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
弱
く
、
し

(26) 

た
が
っ
て
刑
罰
的
な
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
法
的
状
況
が
存
在
す
る
。

書
面
に
よ
ら
な
い
贈
与
契
約
は
、
「
履
行
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
贈
与
目
的
物
が
実
質
的
に
遺
産
か
ら
離
脱
し
た
こ

し
か
も
家
裁
の
許
可
の
も
と
に
の
み
可
能
と
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と
に
な
る
ゆ
え
、
こ
れ
の
み
を
上
式
の
計
算
上
加
算
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

(
6
)
伊
藤
（
前
掲
注

4
)
三
七
五
頁
「
書
面
に
よ
ら
ず
に
、
あ
る
い
は
メ
モ
書
き
程
度
の
も
の
を
証
拠
に
し
て
、
被
相
続
人
の
生
前
に
は
履
行
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
贈
与
ま
で
遺
留
分
算
定
の
埒
外
に
置
い
て
よ
い
と
は
思
え
な
い
」
と
さ
れ
る
。

(
7
)

仙
台
高
秋
田
支
判
昭
和
三
六
、
九
、
二
五
下
民
集
―
二
、
九
、
二
三
七
三

(
8
)

我
妻
／
唄
（
前
掲
注
4
)
三
一
八
頁
以
下
、
高
木
（
前
掲
注
4
)
四
七
頁
以
下
で
は
、
「
当
事
者
に
、
期
待
権
を
与
え
、
法
的
保
護
を
は
か
っ
て
い
る

民
法
の
態
度
(
―
二
八
‘
―
二
九
条
）
か
ら
み
れ
ば
、
肯
定
し
て
よ
い
と
思
う
」
と
さ
れ
る
。
加
藤
（
前
掲
注
4
)

一
三
、
一
四
頁
に
お
い
て
も
同
趣

旨
で
賛
成
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
 

1
0
四
二
条
「
減
殺
の
請
求
権
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
、
相
続
の
開
始
お
よ
び
減
殺
す
べ
き
贈
与
又
は
遺
贈
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
、
一

年
間
こ
れ
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
相
続
の
開
始
の
時
か
ら
一

0
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。
」

(10)

大
判
昭
一
三
、
二
、
二
六
民
集
一
七
、
二
七
五

(11)

当
時
の
判
例
の
傾
向
は
、
高
木
多
喜
男
・
遺
留
分
（
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
ニ
―
―
-
）
（
一
九
六
四
年
）
一
六
八
頁
以
下
に
お
い
て
詳
し
く
研
究
さ

れ
て
い
る
。

(12)

最
判
昭
和
五
七
、
一
―
‘
―
二
民
集
三
六
‘
―
一
、
ニ
―
九
三
（
高
木
多
喜
男
『
口
述
相
続
法
』
(
-
九
八
八
年
）
五
七
二
頁
以
下
に
よ
る
と
、
本

判
決
は
「
単
に
言
い
掛
か
り
的
に
無
効
を
主
張
し
て
い
る
場
合
は
時
効
は
進
行
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
結
論
的
に
は
妥
当
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ

て
い
る
。
）

(13)

大
阪
高
判
平
七
、
八
、
二
四
判
時
一
五
五
九
、
五
三
「
知
っ
た
」
と
は
、
的
確
に
知
っ
た
こ
と
ま
で
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
遺
留
分
権
者

が
遺
留
分
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
無
理
で
な
い
程
度
の
認
識
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
た
上
で
、
本
件
で
は
贈
与
の
外
形

が
存
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
贈
与
を
否
定
す
る
た
め
の
し
か
る
べ
き
根
拠
を
有
し
て
い
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
が
な
い
の
で
、
贈
与
の
無
効

を
主
張
す
る
訴
訟
提
起
中
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
で
相
手
方
が
本
件
土
地
が
被
相
続
人
の
所
有
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
た
時
点
で
、
贈
与
が
減
殺
し
得
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
本
件
控
訴
が
棄
却
さ
れ
た
。
東
京
高
判
平
―
二
、
七
、
ニ
―
一
家
月
五
三
、
八
、
六
四
遺
留
分

権
者
に
よ
る
遺
言
無
効
の
主
張
は
、
事
実
上
も
法
律
上
も
根
拠
が
薄
弱
で
あ
っ
た
こ
と
、
遺
留
分
権
者
が
前
訴
に
お
い
て
、
予
備
的
に
遺
留
分
減
殺
請

求
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
定
し
、
時
効
が
完
成
し
た
と
判
断
さ
れ
た
。

(14)

山
中
康
雄
、
中
川
善
之
助
編
「
註
釈
相
続
法
（
下
）
」
（
一
九
五
五
年
）
二
七
五
頁

(15)

中
川
善
之
助
1
1
泉
久
雄
『
相
続
法
』
（
二
0
0
0
年
）
六
八
一
頁

―
二
八
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二
―
九

両
者
が
必

二
三
五
頁
、
西

(16)

八
九
二
条
「
遺
留
分
を
有
す
る
推
定
相
続
人
が
、
被
相
続
人
に
対
し
て
虐
待
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
重
大
な
侮
辱
を
加
え
た
と
き
、
又
は
推
定
相

続
人
に
そ
の
他
の
著
し
い
非
行
が
あ
っ
た
と
き
は
、
被
相
続
人
は
、
そ
の
推
定
相
続
人
の
廃
除
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(17)

判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
坂
本
由
喜
子
「
推
定
相
続
人
の
廃
除
に
つ
い
て
ー
裁
判
例
の
分
析
を
中
心
と
し
て
ー
」
家
庭
裁
判
所
月
報
四
六
巻
―
二

号
(
-
九
九
四
年
）
一
頁
以
下
、
泉
久
雄
「
新
版
注
釈
民
法
（
二
六
）
相
続
(
-
)
」
一
三
一
五
頁
以
下
(
-
九
九
二
年
）
、
西
原
諄
「
家
事
審
判
例
の
研

究
ロ
ー
推
定
相
続
人
廃
除
審
判
に
つ
い
て
ー
」
琉
球
法
学
(
-
九
七
四
年
）
八
0
頁
に
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
判
例
の
基
準
は
厳
し
す
ぎ
る
た
め
、

被
廃
除
者
に
甘
す
ぎ
る
と
い
う
立
場
の
主
張
も
あ
る
。
も
う
少
し
被
相
続
人
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
（
倉
田
卓
次
・
私
法
判
例
リ

マ
ー
ク
ス
(
-
九
九
四
年
）
九
一
頁
以
下
）
。

(18)

東
京
高
判
平
四
、
一
―
-
‘
―
-
、
判
例
時
報
一
四
四
八
、
ニ
―
1
0
に
お
い
て
は
、
娘
が
暴
力
団
と
婚
姻
し
、
父
母
が
反
対
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず

父
の
名
で
披
露
宴
の
招
待
状
を
出
し
た
事
案
で
、
被
廃
除
者
に
よ
っ
て
被
相
続
人
が
「
多
大
の
精
神
的
苦
痛
」
を
受
け
、
「
名
誉
が
毀
損
」
さ
れ
た
こ
と

か
っ
廃
除
が
認
め
ら
れ
た
。
新
潟
家
高
田
支
昭
四
三
、
六
、
二
九
、
家
月
二
0
‘
―
一
、
一
七
三
に
お
い
て
は
、
妻
が
夫
と
離
婚
す
る
慈
思
で
他
の
男

性
と
式
杏
リ
落
ち
す
る
の
は
、
夫
に
対
し
精
神
的
虐
待
も
し
く
は
重
大
な
侮
辱
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
、
と
判
示
さ
れ
だ
：

(19)

た
と
え
ば
上
記
東
京
高
判
平
四
‘
―
二
‘
―
一
に
お
い
て
は
、
「
相
手
方
の
こ
れ
ら
の
一
連
の
行
為
に
よ
り
」
廃
除
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
：
.

(20)

叶
和
夫
「
推
定
相
親
人
の
廃
除
一
講
座
・
実
務
家
事
審
判
法
―
―
一
巻
三
頁
、
倉
田
卓
次
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
(
-
九
九
四
年
）
九
0
頁
。
中
川
教

投
；i
、
准
除
規
定
の
事
由
に
つ
い
て
、
「
極
め
て
主
観
的
な
要
素
に
富
ん
だ
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
要
は
相

続
的
協
同
関
係
と
目
さ
れ
る
家
族
的
生
活
関
係
を
破
壊
す
る
よ
う
な
言
動
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
」
と
さ
れ
る
（
中

川
善
之
助
・
泉
久
雄
「
相
続
法
」
（
二
0
0
0
年
）
九
四
頁
）

(21)

上
記
東
京
高
判
平
四
‘
―
二
‘
―
-
、
新
潟
家
高
田
支
昭
四
―
―
-
、
六
、
二
九
参
照

(22)

泉
久
雄
・
新
版
注
釈
民
法
（
二
六
）
相
続
(
-
)
三
二
六
頁

(23)

も
っ
と
も
、
精
神
的
虐
待
が
廃
除
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
虐
待
と
な
ら
ん
で
侮
辱
が
廃
除
事
由
の
―
つ
に
挙
げ
ら
れ
、

ず
し
も
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(24)

八
九
四
条
一
項
「
被
相
続
人
は
、
何
時
で
も
、
推
定
相
続
人
の
廃
除
の
取
消
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(25)

島
津
一
郎
「
わ
が
国
の
相
続
人
廃
除
制
度
に
つ
い
て
」
判
例
時
報
一
五
九
五
、
三

(26)

も
っ
と
も
、
叶
（
前
掲
注
20)
三
頁
、
石
田
雅
男
「
相
続
の
廃
除
事
由
に
つ
い
て
」
帝
京
女
子
短
期
大
学
紀
要
七
(
-
九
八
七
年
）

原
（
前
掲
注
17)
七
四
頁
は
、
相
続
廃
除
の
民
事
制
裁
的
機
能
を
認
め
る
。
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第
一
に
、
生
前
贈
与
を
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
し
て
算
入
す
る
場
合
に
お
け
る
期
間
制
限
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は

そ
も
そ
も
規
定
上
短
期
間
に
設
定
さ
れ
て
お
り
（
相
続
開
始
前
「
一
年
」
の
贈
与
）
、
さ
ら
に
解
釈
論
に
お
い
て
も
、
起
算
点
に
つ
い
て
、

贈
与
契
約
の
履
行
時
で
は
な
く
意
思
表
示
時
で
あ
る
と
す
る
通
説
の
立
場
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
一

0
年
の
長
期

間
が
規
定
さ
れ
て
い
る
上
に
、
解
釈
論
上
も
、
起
算
点
と
な
る
「
給
付
」
に
つ
い
て
、
「
給
付
行
為
」
か
ら
「
給
付
効
果
」
へ
、
「
法
的
給

付
効
果
」
か
ら
「
経
済
的
給
付
効
果
」
へ
と
焦
点
を
移
行
し
、
よ
っ
て
起
算
点
を
先
延
ば
し
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に

は
遣
留
分
権
者
を
有
利
に
扱
う
価
値
評
価
が
見
出
さ
れ
る
。

第
二
に
、
遺
留
分
請
求
権
の
時
効
規
定
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
規
定
上
、
遺
留
分
権
者
を
害
す
る
処
分
を
「
知
っ
た
時
」
か
ら
僅
か
「
一

年
」
で
遺
留
分
請
求
権
は
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
判
例
に
お
い
て
も
、
時
効
を
進
行
さ
せ
る
基
礎
と
な
る
、
処
分

を
「
知
っ
た
時
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
処
分
の
有
効
性
を
疑
っ
て
い
た
と
し
て
も
特
別
な
事
情
が
な
け
れ
ば
「
知
っ
て
い
た
」
と
認
定
す

べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
が
取
ら
れ
、
学
説
で
も
法
的
安
定
性
を
重
視
し
て
、
時
効
の
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
が
有
力
で

て
三
つ
の
局
面
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
の
制
限
規
定
を
三
つ
の
局
面
に
お
い
て
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
分
析
し
て

き
た
。
そ
れ
は
、
遺
留
分
権
者
の
地
位
に
関
す
る
遺
留
分
制
度
の
特
徴
を
、
そ
れ
ら
制
限
規
定
に
お
け
る
解
釈
論
が
依
拠
す
る
法
的
価
値

評
価
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幾
分
で
も
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
制
限
規
定
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る

学
説
・
判
例
の
動
向
よ
り
析
出
さ
れ
た
遺
留
分
制
度
の
特
徴
を
、
本
稿
に
お
い
て
比
較
法
の
素
材
と
し
た
ド
イ
ツ
法
の
議
論
と
関
連
付
け

第
四
章

結
語
に
代
え
て

一
三
〇
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あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
「
三
年
」
と
規
定
さ
れ
、
解
釈
論
に
お
い
て
も
、
時
効
進
行
の
起
算
点
で
あ
る
処
分
の
「
認
識
」
に
つ

い
て
は
、
「
遺
留
分
権
者
の
行
為
の
十
分
な
動
機
」
が
存
在
し
た
か
否
か
の
基
準
に
立
脚
し
て
慎
重
に
判
断
す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
認
識
」
と
は
処
分
の
事
実
の
み
な
ら
ず
処
分
の
有
効
性
を
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
遺
留
分
権
者
が
誤
っ
た
法
的
評

価
に
よ
っ
て
処
分
の
有
効
性
を
疑
っ
て
い
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た
と
え
処
分
の
有
効
性
に
対
す
る
疑
い
が
な
く
と
も
、

場
合
に
は
な
お
、
「
認
識
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
基
準
が
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
遺
留
分
権

者
に
少
な
か
ら
ず
優
位
を
も
た
ら
す
基
準
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
わ
が
国
の
相
続
廃
除
規
定
（
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
意
味
を
も
つ
）

の
解
釈
論
に
お
い
て
は
、
廃
除
を
認
定
す
る
際
に
「
相
続

的
協
同
関
係
の
破
壊
」
と
い
う
範
囲
の
広
い
、
緩
や
か
な
基
準
に
依
拠
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
ー
）
同
規
定
は
、
刑
罰
的
性
格
を
有

す
る
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
あ
た
か
も
刑
法
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
類
推
適
用
の
禁
止
と
い
う
動
か
し
難
い
大
原
則
に
拘
束
さ

れ
て
蔽
格
・
1

解
釈
さ
れ
る
を
要
し
な
い
゜
他
方
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
の
刑
罰
的
性
格
は
、
立
法
段
階
よ
り
承
認
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
同
規
定
は
限
定
列
挙
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
拡
大
解
釈
は
許
容
さ
れ
ず
、
厳
格
に
適

用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
遺
留
分
権
者
を
有
利
に
扱
う
ド
イ
ツ
法
の
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
概
観
し
た
遣
留
分
制
限
規
定
に
お
け
る
議
論
状
況
を
鑑
み
る
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
制
限
規
定
が
「
制
限
的
」

に
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
遺
留
分
権
者
の
地
位
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
わ
が
国
遺
留
分
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
遺

留
分
の
限
界
確
定
と
い
う
局
面
で
は
、
遺
留
分
権
者
の
地
位
が
相
対
的
に
脆
弱
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
の
遺

留
分
制
度
に
お
い
て
、
遺
留
分
権
者
が
原
則
と
し
て
物
権
的
保
護
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
と
、

い
さ
さ
か
特
異
な
現
象

で
あ
り
、
あ
る
種
の
矛
盾
に
逢
着
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
国
で
は
遣
留
分
権
者
に
、
一
面
で
は
物
権
的
保
護
を

与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
安
定
し
た
地
位
を
認
め
な
が
ら
、
裏
面
で
は
限
界
確
定
の
局
面
に
お
い
て
保
護
の
度
合
い
を
弱
め
て
い
る

~ 

一
定
の
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§ 

の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
逆
に
、
遺
留
分
権
者
は
債
権
的
地
位
し
か
付
与
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
え
っ
て
限
界
事
例
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
遺
留
分
権
者
の
保
護
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
解
明
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
稿
は
制
限
規
定
に
お
け
る
遺
留
分
制
度
の
特
徴
と
い
う
、
遺
留
分
制
度
全
体
の
僅
少
な
一
部
分
に
過

ぎ
な
い
範
囲
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
追
求
は
他
日
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
遺

留
分
制
限
規
定
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
処
分
の
自
由
と
遣
留
分
の
間
に
合
理
的
な
限
界
を
設
定
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
の
検
討
に
は
、
そ
も
そ
も

遺
留
分
権
者
の
地
位
の
強
化
が
充
実
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
根
本
的
な
課
題
の
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
立
法
論
を
も
ま
ぬ
か

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
点
に
関
し
て
立
ち
入
っ
た
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
。
遺
留
分
の
本
質
を
追
求
し
つ
つ
、
遣
留
分
と
被
相

続
人
に
よ
る
処
分
の
自
由
の
間
に
、
合
理
的
な
限
界
を
設
定
す
る
方
向
に
進
む
べ
く
、
遣
留
分
規
定
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
上
の
法
的

判
断
枠
組
み
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

(
1
)

こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
遺
留
分
の
機
能
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
近
年
の
議
論
状
況
（
前
出
・
拙
稿
・
法
学
論
叢
一
五
五
巻
三

号
二
六
頁
以
下
参
照
）
と
の
関
連
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
り
、
機
能
論
と
の
関
係
で
も
今
後
の
制
限
規
定
を
め
ぐ
る
動
向
に
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。

24-3・4-372 (香法 2005)




